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１．審査案件 

  認定第１号 平成２６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第４号 平成２６年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件  
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（午前９時５８分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務常

任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、渡辺委員

を指名します。 

 先日に引き続き、認定第１号所管分の審

査を行います。 

 質疑に入ります。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 日にちがあいたので、気

抜けしたわけですけれども、質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まずはじめに、この摂津市が、この前の

夜の１１時半からのテレビかな、岡村隆史

のテレビ番組の中で非常にマイナーなま

ち摂津ということで、大阪府下で非常にマ

イナーなまちだということで笑いのネタ

にされたような番組がありまして、それは

２回にわたって多分放送されたというこ

となんですけど。何でこんな笑いのネタに

されるようなまちになったのかというこ

とで、ほかの人は笑っていたかもしれない

けど、摂津市民は多分笑えなかったのでは

ないかなというふうに私は感じたんです。

摂津市民に対して、あなたの住んでいる市

はどこにありますかといって地図を見せ

たら、わかりませんというような答えが返

ってきて、そういうことも非常にショック

だったんですけど。これは摂津市独特の一

つの雰囲気があるというふうに、僕は感じ

たんですよ。そういう意味でしっかりと質

問をしていきたいと思います。 

 決算書、決算概要それぞれに基づいて、

まず歳入に関してですけど、これは福住委

員の質問でありましたけれども、税の滞納

者に関して以前もこういう形で質問をさ

せていただいたのですが、平成２６年度は

どのような状況だったかということを再

度お聞きしたいと思います。 

 それから、次に交通安全対策特別交付金

に関して内容をお聞かせ願いたい。 

 それから、市営住宅使用料に関して、こ

れも家賃の滞納者の状況、これも質問にあ

ったと思うんですけど再度聞きたいと思

います。 

 それから、番号制度システム整備補助金

ですね。マイナンバー制度の件に関して、

非常に官公庁にとっては便利な制度とい

うふうにお聞きしましたが、懸念されるこ

とはこの前も事件がありましたように、そ

れを利用してさまざまな犯罪が予想され

るわけです。どういう状況か、民生常任委

員会の所管にもなりますが、答えられたら

お願いします。 

 それから、人権啓発活動委託料ですけれ

ども、摂津市は非常に人権啓発に対してさ

まざまな面で整備をされていますけれど

も、平成２６年度、人権を蹂躙されるよう

な事例があったのかどうかということを

お聞かせ願いたいと思います。 

 それから、一般寄附金ですね。さまざま

な寄附を摂津市はいただいていますけど、

寄附をいただく方に対しての基準という

のはあるかどうか、その辺に関してお聞か

せ願いたいと思います。 

 それから、広報紙掲載料ですね。本来、

私は公のホームページにしても、それから

公の広報紙にしても、そういう民間企業か

ら広告料をとるということに対しては非

常に抵抗があるんですけど、どのような考

え方でこの広告を載せているのか。また、

広告を受け取る企業の基準というのがあ

るのだったら、それもお聞かせ願いたいと

思います。 

 それから、今度は歳出のほうにいきたい

と思いますが、専門能力開発向上事業です
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ね。この内容に関してもお聞かせ願いたい

と思います。 

 それから、創造的人材育成事業ですね。

それに関してもお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 それから、人権女性政策課ですけど、私

も以前質問したと思うんですけれども、男

性相談について、これは先日も質問があり

ましたけど、男性相談と女性相談というの

があるんですけど、この前ご答弁の中で性

的な問題の相談があったというふうに聞

いたんですけど、男性相談を啓発して多く

男性のそういう面も含めての相談を受け

るということは、逆に女性に対しての性的

なさまざまな弊害に対しての解決策にな

るのではないかというふうに思いますの

で、そういう点も踏まえてお聞かせ願いた

いというふうに思います。 

 それから、公用車ですね。市長の公用車

がありますけど、市長の公用車に関して、

私は議長を前年度やってきたわけですけ

ど、非常に公用車の使い方が違うのではな

いかというふうに思いましたので、市長が

こういうふうに使われてる公用車の基準

というか、どういうときに使われるのかと

いうことをしっかりとお聞きしたいと思

います。 

 それから、男女共同参画推進審議会委員

報酬ですね。どんなふうな内容で会議をさ

れているのか、また報酬についてどういう

方々に対して幾らぐらいの報酬をお支払

いされているのかお聞かせ願いたいと思

います。 

 それから、活動専門員等賃金、これも内

容をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、これも質問があったと思うん

ですけれども、女性面談相談委託料ですね。

これに関しても内容をお聞かせ願いたい

と思います。 

 それから、人権尊重のまちづくり審議会

委員報酬、これに関してもお聞かせ願いた

いと思います。 

 それから、選挙管理委員会費ですけど、

選挙管理委員会は選挙に関してさまざま

な面で予算等が出ておりますけど、日々の

選管としての活動はどのような状況で行

われているのか、これもお聞きしたいと思

います。 

 それから、総務部関係でさまざまな委託

契約をされてますけれども、私らの同僚の

大澤副議長が文教常任委員会で質問をさ

れたんですけど、委託契約に不備があると

いうことで、これは本会議でも質問にあっ

たと思うんですけど。総務部の委託契約で

しっかりとそのことができているのかど

うかということも、これもお聞きしたいと

思います。 

 それから、アジア・太平洋人権情報セン

ターについて、これも内容をお聞かせ願い

たいと思います。 

 それから、これは項目にないんですけど、

職員の長期休職者は現在どのような状況

かということをお聞きしたいと思います。 

 それから、消防団員ですけど、摂津市の

場合はまだ団員の人数の確保は他市に比

べては何とか維持できているというふう

にお聞きしましたが、ただ以南と以北で差

あると思うんです。今後、団員の定数をし

っかりと確保するにはどういうふうな考

え方があるのか、平成２６年度はどうだっ

たのか。今後はその内容の中でまたお聞き

したいと思います。 

以上で１回目終わります。 

○三好義治委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 岩見課長。 



- 5 - 

 

○岩見納税課長 それでは、渡辺委員の納

税課に係りますご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず、滞納者に対しての対応と、また２

６年度の状況はどうであったかというこ

とのご質問でございます。決算書２７ペー

ジの一番上の欄にございますけれども、収

入未済額の欄で約６億４００万円という

のが載ってございます。これが平成２７年

度に滞納繰越となった金額でございます。

本年度はこの６億４００万円を納税課と

して滞納額を徴収していくわけでござい

ますけれども、昨年も２５年度から繰り越

した金額を徴収してきたところでござい

ます。その中で毎年滞納処分等も含めて進

めてまいってきた結果、平成２２年度当時

では約１０億９，０００万円ございました

滞納額を毎年１億ずつ圧縮してきており

ます。平成２６年度で先ほど申し上げまし

た６億４００万円まで圧縮できたという

状況でございます。滞納繰越分の徴収率も

年々上がってまいりまして、平成２２年に

は２３．９％、これは滞納分に限ってでご

ざいますけれども、２３．９％であったも

のが平成２６年度末には３６．６％まで徴

収することができました。また全体の徴収

率で、現年度と合わせましての徴収率でご

ざいますけれども、この分につきましても

平成２２年度は９４．３％であったものが

この２６年度末には９６．４％まで徴収す

ることができまして、府内の４３団体の中

で１０番目という順位を保っているいう

ことでございます。今後も引き続き収納率

の向上を目指して、自主財源を確保してま

いりたいというふうに考えております。し

かし、先日の福住委員のご質問にもありま

したけれども、徴収に関しましては大変厳

しい業務かと私も感じております。やはり

税の負担の公平性の確保ということを原

則に、これを崩さないように徴収していか

なければならない。ですので、時には市民

の方々にとって厳しい対応になっている

場合もあるかもしれませんけれども、やは

り税の公平性を保つためにはそういった

ことも市民の方に理解をいただいて徴収

をしていかなければならないというふう

に感じているところでございます。今後も

引き続き、徴収率を少しでも上げるよう努

力しながら業務を進めたいと、そのように

思っておりますのでよろしくお願いをい

たします。 

○三好義治委員長 交通安全対策特別交

付金について石原課長。 

○石原財政課長 それでは、私から渡辺委

員のご質問で財政課に係ります２点につ

いてご答弁申し上げます。 

 まず、１点、交通安全対策特別交付金で

ございます。こちらのほうは現在ふえてお

ります交通事故の対処のために地方公共

団体が必要な道路の整備ですね、設置であ

りますとか管理、そういう経費に充てるた

めに創出された交付金となっておりまし

て、道路交通法の規定による交通違反、そ

の反則金から事務費を控除した全額が都

道府県と市町村に交付されまして、それを

道路財源として、横断歩道でありますとか

道路標識でありますとか、そういう整備に

充てるというものになっております。 

 それと、２点目の委託契約ということで、

契約担当のほうとして一つ全般的なお話

をさせていただけたらと思います。総務部

の中でもいろいろと委託契約がございま

す。私のほうも日々、支出負担行為であり

ますとか、その中の添付書類で委託契約で

ありますとか、見積書でありますとか、そ

ういうのが添付されてきております。その
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中でいろいろと昨今見ている中で、やはり

全体的に契約に対する知識というのが少

し全体的に薄れているといいますか、ちょ

っとそういうところを担当として危惧し

ているところは正直ございます。例えば見

積もり合わせにしましても、入札でしたら

業者が集まってその中で札入れをする。た

だ、見積もり合わせになりますと、そこま

での行為がないので少し軽々しくとはい

いませんけれども、見積もり合わせのこと

についてしっかりやらないと、やはり自分

の人生が台なしになるよと、そういうふう

なところまでの意識というのは、やはりな

かなか結びつかないのかなということも

日々の事務の中で感じているところでご

ざいます。ですので、今年度、公正取引委

員会のほうから来ていただいて研修を行

ったり、そういうところでできるだけ契約

に対する事務の知識というのを担当だけ

でなくやはり一人一人の職員にしっかり

と自分のものとして身につけてもらいた

いという気持ちは強く持っているところ

です。今、業務の適正化とかそういうふう

な中で今後も契約事務また財政事務と合

わせて、そういうところをしっかりと指導

といいますか、やっていきたいというふう

に考えているところでございます。今現在

の総務部の中で全てのものができている

かというと、そこまでは申しわけないです

けれども、全て調べているわけではござい

ませんので内容まではわかりませんけれ

ども、全体的な印象としては、やはりそう

いうふうに担当としては感じているとい

うところでございます。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 渡辺委員の市営住

宅の使用料についてお答えさせていただ

きます。 

 昨日も滞納の状況をお話させていただ

きましたが、収納率につきましては９１．

６％となってございます。このうち滞納者

は全団地で１６名いらっしゃいまして、最

大で１９０万円余りの滞納を持っておら

れる方がいらっしゃいます。対応につきま

しては、市営住宅の滞納整理の事務処理要

綱に基づきまして、３か月に１回の督促、

同じく３か月に１回の催促、応じない者に

対しましては面談等を行い、分納誓約書を

とり、長期的な分納に応じているところで

ございます。２６年度から指定管理を導入

いたしておりますので、市とそれから指定

管理が共同しまして督促等を行っている

のですが、それぞれの住民の方にはそれぞ

れの事情があるというのもお聞きしてお

りますが、本来やはり家賃は支払っていた

だくものであるというふうに考えており

ますので、粘り強く住民の方と交渉しなが

ら、少しでも返していただくような努力を

しているところでございます。以上です。 

○三好義治委員長 マイナンバー制度の

システムの関係だけ。 

 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 渡辺委員のご質問

にご答弁申し上げます。 

 番号制度システム補助金につきまして

は、住基・住基ネット改修に１，０５０万

円、中間サーバープラットフォーム整備費

として９８万１，０００円の交付を受けて

おります。住基・住基ネット改修につきま

しては、先日１０月５日に全国一斉に住民

票を持つ一人ひとりに個人番号の付番が

されたところですが、この個人番号付番に

かかるシステム対応及び今後順次個人番

号通知カードが送付されますが、その処理

に対応するため住基・住基ネットの改修を

行いました。その改修に対応する補助金と
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して交付されたものでございます。中間サ

ーバープラットフォームにつきましては、

番号制度におけます個人情報の副本を保

有・管理し、情報提供ネットワークシステ

ムと地方公共団体の既存システムとの情

報の授受を仲介する役割を担うものでご

ざいます。中間サーバーのハードウェアに

つきましては、共同化、集約化を図るため

地方公共団体情報システム機構、略称Ｊ－

ＬＩＳが整備・運用を行うこととなってお

ります。こちらのほうに負担金として納め

るものとなっております。 

 また、もう一点、個人情報の漏えいであ

りますとか、なりすましの犯罪等が懸念さ

れるところでございます。国におきまして

はこういった懸念を払拭するため、制度上

の保護措置及びシステム上の保護措置が

なされております。システム上におきまし

ては、個人情報を一元管理するのではなく

各行政機関が現行どおり保有し、必要とな

った場合にやりとりをする分散管理の仕

組みが採用されております。また、その連

携におきましても個人番号を使用しない

ことで漏えいを防止する仕組みがとられ

ているものでございます。 

○三好義治委員長 次に、人権啓発関係で

船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 人権啓発委託

料に関係しまして平成２６年度にどうい

うような内容の相談があったかというこ

とでございますが、人権なんでも相談とい

うものを実施しておりまして、毎週月曜日

から金曜日、１０時から１６時まで実施し

ております。人権なんでも相談の実施状況

につきましては、昨年度は２９件ございま

した。その中で重大な人権侵害のような問

題が発生したのかということでございま

すが、特にそういうものではなくて一般的

な人権にかかわる相談で、近隣の騒音であ

りますとか、相続の関係でありますとか、

家族関係等の人権相談が多くございまし

た。 

 続きまして、男性相談の状況についてご

答弁させていただきます。 

 男性相談につきましては、先般の委員会

でご答弁させていただきましたように、残

念ながら１件しかございませんでした。こ

の点につきましてはＰＲ不足等ございま

すし、反省している面はございます。なお、

今年度についてもまだ１件しかございま

せんので、今後どのような形でＰＲをして

いくのかについて具体的に考えていきた

いと考えております。 

 また、その内容が性の問題にかかわる相

談であったので、そういう部分については

どうなのかということでございますが、具

体的にどういうような形でそういう相談

を実施していくかということをすぐには

ご答弁申し上げることはできませんけれ

ども、そういう部分についても検討してい

きたいというふうに考えております。 

 男女共同参画審議会の実施状況でござ

いますが、昨年は２回実施しております。

１度目の審議会につきましては、委員の委

嘱式を行いまして、その後、審議会等にお

ける女性の参画率について報告させてい

ただきました。第２回の会議につきまして

は、今年度実施しました市民意識調査につ

いてどのような形で調査をするかという

ことについてご審議いただきました。また、

第３期摂津市男女共同参画計画アクショ

ンプラン等についての説明、内容について

ご報告させていただきました。 

 続きまして、活動専門員等賃金について

でございます。活動専門員は４名おります。

この前もご答弁させていただきましたが、
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活動専門員の主な仕事につきましては、男

女共同参画センターが実施しております

事業の企画運営、それとコーディネート、

それと反省点等について整理していただ

いております。また、市民団体等の育成で

ありますとか、活動の相談も実施しており

ます。また、男女共同参画に関する情報提

供等も実施していただいております。 

 女性面談相談委託料についてでござい

ますが、これも先般ご説明させていただき

ましたが、実施回数をふやして女性の面談

相談を実施してまいりました。これにつき

ましては、電話等で予約をいただきまして、

日を決めて実施させていただきます。その

内容につきまして、電話で受付をしている

関係で内容につきましてよくその時点で

まずお聞きしまして、女性面接相談で実際

に相談に来ていただいたときには、丁寧な

対応ができる形で実施させてもらいまし

て、平成２６年度につきましては１３２件

の面談相談を行いました。 

 続きまして、人権尊重のまちづくり審議

会委員報酬についてご答弁申し上げます。 

 摂津市人権尊重のまちづくり審議会の

開催状況についてご答弁申し上げます。昨

年度、平成２６年度は１回開催しておりま

して、摂津市人権行政推進計画に掲げる具

体的施策の進行状況についてご説明申し

上げました。 

 最後に、決算書の２２２ページ、一般財

団法人アジア・太平洋人権情報センターの

出損金でございます。これにつきましては

一般財団法人アジア・太平洋人権情報セン

ターがございまして、アジア・太平洋地域

の人権に関する展示等が行われておりま

す。それに対する出損金でございます。ア

ジア・太平洋人権情報センターにつきまし

ては、昨年度の決算年度中に８万９，３８

５円、この分が摂津市の分担分になります

けれども、マイナスが生じたものでござい

ます。摂津市といたしましては、人権団体

に見学等に行っていただいたり、フィール

ドワーク等に活用させていただくととも

に市で持っていない資料等の貸し出し等

を受けるような内容になっております。 

○三好義治委員長 松方課長。 

○松方総務課長 渡辺委員の一般寄附金

についてのご質問にご答弁申し上げます。 

 寄附の申し込みの基準でございますが、

まず寄附金の内訳でございますが、ふるさ

と納税に対する寄附が３１５万５，０００

円でございます。行政への寄附につきまし

てが３５万５６６円でございます。それか

ら、職員駐車場の部分についての寄附につ

いてが３３２万２，０００円でございます。

それで、寄附につきましては目的寄附とい

うことになっておりますので、今申し上げ

ましたふるさと納税については応援した

い市に対して寄附するということになっ

ております。それから、一般的な寄附につ

いては、行政に役立てていただきたい、民

間の団体、親睦会などでバザー等で売上が

あった場合にそういったお金を市のほう

にお持ちいただいて、市の行政に使ってく

ださいということでの寄附がございます。 

 基準ということなんですけれども、国等

を見ましても、寄附に対する寄附金税制と

いうのがございますので、それについての

目的寄附というのが大半でございまして、

基準ということは今現在ないものでござ

います。 

○三好義治委員長 広報関係について荒

井課長。 

○荒井広報課長 それでは、広報紙とホー

ムページの広告掲載にかかわりますご質

問にお答え申し上げます。 
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 まず、広告掲載につきましては、市の歳

入を確保する一つの手段として、広報紙が

平成１８年度から、ホームページが平成２

１年度からスタートしております。現状を

申し上げますと、広報紙は１日号にカラー

２枠、モノクロ４枠の６枠を、ホームペー

ジはトップページの下部に１５枠を用意

しております。募集につきましては、広報

紙、ホームページで随時募集をしておりま

すけれども、この考え方といたしましては

あくまでご協力ということでございます。

決して強制というわけではなく、この枠が

ありますので事業者でありますとか企業

が使いたいということであれば、ぜひ市の

広報紙やホームページを使ってください

ということでございます。なお、広告掲載

の基準につきましては要綱で定めており

まして、法令違反でありますとか、公序良

俗に関することなどを定め、市が掲載の可

否を決定しております。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 人事課にかかわり

ます３点のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、専門能力開発向上事業でございま

すけれども、各職場で求められる能力の育

成を目的といたしまして、派遣研修等を実

施しているものでございます。詳細につい

ては事務報告書の２１ページから２３ペ

ージに掲載をさせていただいております

が、主に保育士、幼稚園教諭にかかわる専

門研修であったり、土木建築職の技術系の

専門研修であったり、税関係の徴収事務の

研修であったりというところを派遣研修

で実施をしているものでございます。 

 次に、創造的人材育成事業でございます

けれども、役職、経験年数等に応じて求め

られる能力の育成を目的として研修等を

実施しているものでございまして、こちら

も事務報告書の１９ページから２０ペー

ジに詳細を掲載させていただいているん

ですけれども、こちらは組織の状況であっ

たり、職員の状況に応じてどういった研修

が適切かということを見直しも含めて対

応しておりまして、平成２６年度について

は組織のマネジメントの研修であったり、

部下の育成研修というところを力を入れ

て実施してまいったところでございます。 

 最後に職員の長期休職者のことでござ

いますけれども、平成２６年度の病気によ

る休職の人数は５名となっておりまして、

いずれも精神疾患、いわゆるメンタル系の

疾患になっておりまして、過去５年間ほぼ

２名から６名ということの中での推移を

しております。 

○三好義治委員長 次、門川参事。 

○門川市長公室参事 それでは、公用車の

市長車の基準についてのお問いにご答弁

させていただきます。 

 市、教育委員会、関係団体などが主催す

る事業の場合は公用として、各種団体から

摂津市長としてご招待や案内をいただい

た場合につきましては、公務として取り扱

うことができるかどうかの判断をいたし

ており、それに基づいて公用車の使用をい

たしております。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、選挙管理委員会事務局にかかわり

ますご質問にご答弁申し上げます。 

 選挙時以外の平時におけます選挙管理

委員会事務局の日々の活動内容はという

お問いでございますが、基本月１回開催し

ております選挙管理委員会定例会、それに

係ります準備も含めまして、これが主なも

のでございます。内容といたしましては、
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永久選挙人名簿への定時登録、あるいは登

録者の抹消、そういった処理でございます。

それ以外にも、定例会で各委員から提示し

ていただきます選挙に関します課題です

とか問題点、それらの分析あるいは情報収

集、そういった活動も日々行っております。

あわせまして、例えば昨年の衆議員議員総

選挙のように、突然執行されることになり

ました選挙、そういう可能性もまたござい

ますので、それに備えまして鳥飼書庫に保

管しております選挙備品の管理、整理、点

検のほうですね、そういったことも日々行

っております。それ以外にも、明るい選挙

推進協議会の総会のほうの開催あるいは

会員との意見交換会、あと国のほうが行っ

ております明るい選挙啓発ポスターコン

クール、それに向けての参加作品の募集、

各小学校、中学校に対しまして作品募集、

そういった活動もあわせて行っておりま

す。そのほか北摂ブロックにおけます各市

選挙管理委員会との研修会、意見交換会、

そういった事業にも参加しております。 

○三好義治委員長 消防団員の確保につ

いて、橋本参事。 

○橋本消防本部参事 消防団員の人員確

保についてのご質問にお答えいたします。

全国的に少子高齢化、サラリーマン化、ま

た市外への通勤を行う市民の増加等によ

りまして、社会情勢の変化により地域にお

ける防災活動の担い手であります消防団

員を十分に確保することが困難になって

きているのが現状でございます。本市にお

きましては、地元消防団員の並々ならぬ努

力によりまして地縁、血縁を初めとした多

くの地域のコネクションで、退職消防団員

がもし発生すれば当該の分団の範囲内で

新規入団の団員の確保をしております。基

本団員は現在、平成２７年４月１日現在な

のですが、基本団員数３３９名のうち、安

威川以北で１８２名、安威川以南で１６７

名の消防団員が現数でございます。前年度

から３名の増加となっております。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 質問が二、三漏れていた

ので、２回目でさせていただきたいと思い

ます。 

 滞納者の件ですけれども、非常に収納率

がアップしてるということで、非常にご努

力を評価したいと思うんです。基本的人権

の尊重ということを考えながらも、国民の

義務である納税ということもしっかりと

バランスを考えながらやってはるという

ことがくみ取れましたので、大変なご苦労

だと思いますけれども、その辺のバランス

を考えてまたさらに収納率を上げていた

だきたいというふうに、これは要望してお

きます。 

 交通安全対策特別交付金、これはわかり

ましたので結構です。 

 それから、市営住宅の使用料ですけど、

１９０万円ですか、滞納されている方がお

られるということなのです。いろいろご事

情はあると思います。でも、ご事情はあり

ますけど、世の中にはホームレスみたいな

方がたくさんおられるわけで、何とかそう

いう方々を救済しないとあかんという気

持ちで僕もいるんですけど、その中で市営

住宅に入られて、理由はありながらも滞納

されている。でも、そういうことはしっか

りとやっぱり指導していかれて、何とか気

持ちをね、たとえ１，０００円でも２，０

００円でも１万円でも支払っていただけ

るような一つ前向きな方向を模索しなが

らご指導していただきたい、このように要

望しておきます。 

 それから、自動車駐車場の歳入ですけど、
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使用料についても、これは１回目でしてな

かったんですけど、教えていただきたいと

思います。 

○三好義治委員長 渡辺委員、それは市営

住宅の自動車駐車場についてですか。 

○渡辺慎吾委員 違う、違う、全体的に。

総務部に関わるね 

 それから人権に関して、人権なんでも相

談で２９件の相談があったということで

すが、非常に重たい人権侵害が実際にあっ

たということ、差別があったということを

皆さん、担当者はご存じかな。こういう事

件がありましたよね。この市のトップの孫

が越境入学をした。越境入学をするという

ことは、ほかでもそういうような希望者が

たくさんいてはる中でそういうことがあ

ったわけです。そして、職員が処分された。

これは、明らかに差別問題なんですよ。一

般の市民ではそういうことを許されへん

かったけど、トップの身内だったら許され

るというのは、これは物すごく人権侵害で

あり、これは差別問題なんです。そういう

ことが行われていたということがあるわ

けですから、そういうことに関して、先の

本会議でもこれは問題になったわけです

よ。トップは陳謝されたわけですけど。そ

のことをどういうふうに思われるか。これ

は当事者では無理だと思いますので、市長

に来ていただきたいと思いますので、答弁

をお願いします。 

 それから、一般寄附ですけど、一応そう

いう一般市民からというのがありますけ

ど、これは広報せっつを見ますと、平成２

６年の５月１５日号です。これは高速産業

という会社から１００万円の寄附をいた

だいてますよね。それは答弁のあった中に

入ってますかな。この高速産業というのは、

公害の査察をこの前、大阪府から入られた

企業です。地域住民から公害で、じん肺の

問題で大変だということで大阪府から査

察に入られた企業です。そういう会社から

寄附をいただくというのはいかがなもの

かというふうに私は思うんですが。そのこ

とに対して担当者が答えられなかったら、

市長にお願いしたいと思います。 

 それから、広報紙の件。これも先ほど言

いました高速産業からしょっちゅう広告

が掲載されていますよね。これは、平成２

６年度たくさん。これも公害企業ですよ。

査察に入られているんですよ。そして、特

定の政党を応援し、特定の議員を応援して

います。そんな企業が広告を出すというの

は、何らかの思惑があるのではないかなと

いうふうに勘ぐってしまうわけですよ。そ

んなことが何でもオーケーなんですかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

 それから、創造的人材育成事業に関して、

管理職をいかに育成していくかというこ

となんですけど、それはちゃんとそういう

ことを守られて、しっかり管理職をきちん

と育成されて、その辺の仕事をしてはるか

な。今はさまざまな問題がたくさん起きて

ますけれども、こういう事業をしながらも、

果たしてその目的はしっかりと達成され

ているのか非常に疑問を感じるわけです

けど、その点に関して再度お聞きしたいと

思います。 

 それから、活動専門員と男女共同参画審

議会について、市内団体の育成というふう

にありますけど、どのような育成をされて

いるのかお聞きしたいと思います。 

 それから、男性相談と比べて女性相談が

非常に多くて１３２件、それだけ女性にさ

まざまな問題が起きてるということです

けど、ただ今言ったようにこの施策全体が

女性に偏っているのではないかというふ
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うに思うんです。男女共同参画ということ

を考えますと、当然均等にやはり男性に対

してもそれなりの対応をしていく必要が

あるのではないかなというふうに思うわ

けですけど、国の施策の中にもありますけ

ど、どうしても女性を中心に例えば人権問

題でも男性にもやはりさまざまな人権問

題があるわけですよね。だから啓発をして、

さまざまな相談をするんですけど、男とし

てそういう相談には行けないというよう

な状況というか雰囲気をやっぱり払拭し

ないとあかんというふうに思うんです。そ

ういうことに関してどういうふうな考え

方で臨まれていたのか、そのこともお聞き

したいと思います。 

 それから、選挙管理委員会なんですけれ

ども、例えば我々が掲示している掲示板と

かがありますよね。我々は赤い証標を選挙

の前ぐらいになったらいただいて、あれを

すぐに更新しなさいという形で基準にの

っとってそういうことを言われるわけで

す。あなた方は先ほど言ったように、さま

ざまな市内の見回りに行ってるというこ

となんですね。我々の掲示板に対しては非

常に証標等また大きさ等で厳重に注意を

されるわけですけれども、この市のトップ

は証標を貼らないで、サイズも規格以外の

サイズで永年にわたって掲示されていた

わけですよ。人間基礎教育、ルールを守る

人づくりというふうに、確か公室長そうや

ったな。そう言いながらルール違反を永年

にわたってやっていて、それをあなた方は

見逃していたではないですか。そうでしょ。

市民からの通報があって、やっとそれに対

して改善されたのではないですか。我々は

嫌というほどそのことに関しては、あなた

方から警告されて、十分その辺に関しては

配慮したわけですよ。トップである市長は

そのことを永年にわたってほったらかし

にされていた。それは一体どういうことな

のか。これも他の議員との差別ですよね。

違いますか。そうでしょ。答えてください。 

 それから、さまざまな契約なんですけれ

ども、例えば事業計画書とかありますよね。

委託契約をするときにさまざまな面で事

業計画書というのがあるんですけど、果た

してそういうことがしっかりと内容を吟

味しながら出てるのか。石原課長がおっし

ゃったように、やっぱりいろいろな面でそ

の辺の意識が希薄になってるということ

なんですけど、しかし契約に関しては、こ

れは裁判沙汰、法的に処理されるというこ

とが十分考えられますよね。そういうこと

は不注意で済まされることと済まされな

いことがありますけど、同僚議員の大澤副

議長が調べたら、非常に日付も曖昧だし、

それから事業計画というのは１行か２行、

そのような内容の事業計画書が多く含ま

れていたわけです。こんなのでいいのかな

という非常に危惧があるんですけど、総務

に関する委託契約の事業計画書、委託した

相手先からの事業計画書を、これは委員長、

一回見せていただけるものがあったら資

料提供をぜひお願いしたいと思うんです。

その辺は、行政がやることというのは、一

般市民からしたらきちんとやってるとい

う考え方を、一般市民は当然持たれますよ

ね。その中でそういうことが非常に意識が

希薄、またおざなりになっているような状

況というのは、これは許されることではな

いと思いますので、その点で再度ご答弁お

願いしたいと思います。 

 それから、アジア・太平洋人権情報セン

ターというのは、いつできたのかなという

ような感じがするし、何か自治労が非常に

それにかかわっているというふうに聞い
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ておりますし、それから、さまざまな展示

物があるというふうに聞いたんですけど、

その内容はどういうものがあるのか、その

点もお聞きしたいと思います。 

 それから、聞き忘れていた集会所の件な

んですけれども、行政としたら第５次行革

の中で集会所というより、地域にさまざま

な拠点を置いて、そっちのほうに移行をし

ていきたいというお考えがあると思うん

ですけれども、今は東日本大震災から地域

の絆ということを非常に重んじられます

よね。そして、自治会の会員数も減ってま

すし、さまざまな自治会加入促進のマニュ

アルとかいろいろされている中で、地域の

拠点があることでそれを改善できる大き

な一つの要因ではないかというふうに思

うんですけれども、集会所に関して今後ど

のようにされるのか再度お聞きしたいと

思います。 

 それから、消防団員の増員の件ですけれ

ども、私が団員であるから非常に言いにく

いんですけど、何らかのメリットといいま

すか、今おっしゃったように、例えば摂津

市で働いて住居も摂津市の場合だったら

団員の構成というのは案外容易にできる

かもしれないけど、例えば市外に出てお仕

事をされているときやら、いろいろ企業の

状況で残業等が多かったりするときに非

常に団員ということが負担になるような

状況というのは現実にあるわけです。それ

と、昔は代々お父さんが団員だったら息子

も団員になるというような親子関係の中

で団員というのは確保できていたんです

けど、そういう状況も我が分団に関しても

非常に難しい状況になっているような中

で、やっぱり何らかの団員としてのメリッ

トを考えていく。それと、ある程度、法律

もありますけど、何らかの形で値打ちとい

いますか、そういうものを高めていくとい

うことが必要ではないかなと。私は、自分

で団員でありながらこういうことを言う

のは非常にあれなんですけど、きちんとし

た団員を確保するにはそういうことも考

えていかないといけないのではないかな

というふうに思ったりしてるんです。これ

は今後の課題として要望にしておきます

けど、団員の一人としてそういうことを考

えておりますので、その点をじっくり考え

ていただきたいというふうに思います。こ

れは要望にしておきます。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○三好義治委員長 人権と一般寄附の件

はまた後ほど市長に来ていただきますけ

ど、それまで事務的なことについての考え

方の答弁を求めます。 

人権啓発に関係して、越境入学という部

分が人権侵害に値するかどうかというこ

とについて。 

船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 恥ずかしいこ

とでございますけれども、その経過につい

ては存じ上げませんので、お答えしにくい

ものでございます。 

○三好義治委員長 課長は答弁できない

から、これは後ほど。 

次に、一般寄附をいただいているところ

が査察に入られているという事実関係を

確認できているかどうかについての答弁

をしてくれますか。一般寄附とそれから広

報紙にかかわる部分での事実関係。 

 松方課長。 

○松方総務課長 私どものほうで寄附を

いただくときに、渡辺委員がおっしゃった

ような事実の確認はできておりませんで

した。 

○三好義治委員長 広報紙の関係もそう
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ですね。事実関係つかんでないですね。 

 荒井課長。 

○荒井広報課長 はい。そうです。 

○三好義治委員長 これも後ほどお聞き

します。 

 創造的人材育成事業で管理職の育成目

的達成ができたかどうかということにつ

いて。 

大橋参事。 

○大橋市長公室参事 そうしましたら、創

造的人材育成事業にかかわります２回目

のご質問にご答弁申し上げます。 

 管理職を養成するための研修を実施し

て、その研修の成果といいますか達成度合

いということのお問いでございますけれ

ども、管理職も含めてそれぞれの職階とい

うものについては、職階ごとに求められる

能力であったり、役割であったりというも

のを一定、定義をしております。それをこ

なせるだけの職員、管理職を育成するため

にさまざまな研修を実施しているわけな

んですけれども、特に管理職に必要な能力

ということについては、人材育成実施計画

の見直しをする過程の中で職員アンケー

ト等も実施をしたりしておりまして、その

中で３つほど特に求められる能力として

課長代理級以下のものが要求しているも

のについては、決断力、判断力、リーダー

シップというところが挙がっております。

そのあたりの部分と、それとやはり管理職

の大きな役割として組織のマネジメント

の部分であったり、部下の育成のところの

部分があったりしますので、その両方の観

点から踏まえますと、それが現在の研修の

中で十分に達成されているかどうかとい

いますと、正直疑問といいますか十分でな

い部分が一部にはあるというふうには認

識をしております。したがいまして、その

あたりのことも踏まえながら創造的人材

育成事業というのは毎年度といったらち

ょっと言い方が適切ではないかもしれま

せんけれども、その時々の職員、管理職の

状況であったり組織の状況に応じて必要

な研修ということを考えながら実施をし

て、できるだけ管理職に求められる能力、

今の組織状況、職員状況の中で求められる

能力ということを達成できるように実施

しているというところでございます。 

○三好義治委員長 順番が逆になったけ

ど、船寺課長のところで団体の育成でどん

なことをされたのかということと、男性が

相談に行きにくい、この答弁が漏れてたの

で。先にそれをお願いします。 

 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 活動相談員が

市民団体の活動をどのように支援してる

のかというご質問でございますが、事務報

告書の４５ページをごらんいただきます

と、活動交流支援事業ということでジャン

プ企画事業、チャレンジ企画事業、またウ

ィズせっつフェスタ２０１５開催状況と

いうことでご報告している内容がござい

ます。それ以外にも平成２６年度につきま

しては２６団体ございまして、それは実施

事業等の活動等の支援をしております。ま

た、男女共同参画でありました講座等を含

めて、これは独自で活動をしていただける

という方が見つかれば、その方に働きかけ

て自主的な活動を促すような活動もして

おります。 

 それと、女性相談に偏り過ぎているので

はないかというご指摘でございますが、先

ほども申し上げましたように男性相談の

件数が少なかったのでございます。いろい

ろな形でＰＲも努めていかなければなら

ないし、そういう相談の体制についても充
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実していかなければならないと考えてお

ります。ＰＲにつきましては、ホームペー

ジ等とかチラシ等を配付しているんです

けれども、この前若手の職員とも話してい

たのですが、今はそういうのよりも例えば

ソーシャルネットを利用したような形で

自由にそういう男性の悩みを話し合える

ようなサイトを立ち上げることはできな

いかなというような相談もしておりまし

た。ただ、なかなか具体的にすぐ動き出せ

るものではございませんので、そういうこ

とも含めて男性の相談を引っ張り出して

いく、また男性のそういう共同参画につい

ての支援をしていくということは考えて

いかなければならないと思います。男女共

同参画センターで最近悩みを持っている

男性も多いということでメンタルヘルス

的な講座も実施してまいりました。結構な

参加者がありました。そういうようなこと

も含めて、そういう活動の機会を通じて男

性の参画でありますとか相談にありまし

ても力を入れていきたいというふうに考

えております。 

 それと、アジア・太平洋人権情報センタ

ーですけれども、過去からの経緯、詳しい

ことはわからないんですけれども、今手元

に持っている資料によりますと、１９９４

年に設立された公益団体で２０１２年４

月１日に一般財団として新たなスタート

を始めたというふうになっております。将

来ビジョンに示された４つの目標として

は、「アジア・太平洋地域における人権の

伸長を図る。」「国際的な人権伸長・保障の

過程にアジア・太平洋の視点を反映させ

る。」「アジア・太平洋地域における日本の

国際協調・貢献に人権尊重の視点を反映さ

せる。」「国際化時代にふさわしい人権意識

の高揚を図る。」ということになっており

ます。展示物の内容につきましては手元に

ございませんで、残念ながら私も見にいっ

てございませんので、報告をまたさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○三好義治委員長 井口局長。 

○井口選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 政治

用看板、立て看板の設置でございますけれ

ども、ご指摘のように、市民の方から５月

１８日ですか、通報がございまして、匿名

でございましたけれども、市長の看板の大

きさがおかしいんじゃないですかという

お問いがございました。これに基づきまし

て、選挙管理委員会といたしましては、速

やかに調査を実施いたしまして、個人の６

枚、団体の６枚、計１２枚の申請箇所、内

容に基づいて調査をさせていただきまし

た。結果といたしましては、個人用の１枚

で証標番号が団体と入れ替わっていたと

いうのが１か所ございます。それから、団

体では１か所設置がございませんでした。

ですから、確認できましたのは１１枚で、

１１か所となっております。 

 あと証標番号については、先ほど申しま

した１か所に番号違いがありましたけれ

ども、そのほか、大きさについては市民の

方の通報のとおり、１１枚全て規格が間違

っておりました。足の長さ込みで１５０セ

ンチのところを足の長さ分だけが超過し

ておったということで、これにつきまして

は速やかに市長に改善を促しました。そう

いう経過がございます。 

 それと、長年放置してたんじゃないかと

いうことでございますが、確かに我々の記

録をたどってみますと、平成１８年に全件

調査をさせていただいて、それ以降は４年

一回切り替えがございますけども、そのと



- 16 - 

 

きに説明をさせていただいて、ルールを守

ってくださいと、証標をお渡ししていると

いうことで、確認はそれ以降行っておりま

せんでした。それはもう率直に反省をいた

しまして、これからは証標申請があったと

きには、サイズ、場所、しっかりとお聞き

をして間違いないか確認も実施していき

たいと考えております。 

 それから、トップだけ見逃して、ほかの

候補者等についてどうなんだというお問

いだったと思いますけれども、これにつき

ましては特別扱いということではなくて、

市長であっても、市議会議員であっても皆

さん公平、平等に我々は全件を調査して一

緒の扱いをさせていただくということで、

今回も市民の通報を受けまして、市長だけ

ではなくて、市議会議員の皆さんたち、ま

た選管に登録申請があった分について全

件の調査をさせていただきました。内容に

ついては個別にまたお話をさせていただ

こうと思っております。やはり規格間違い、

証標がついていない、場所が変わっている、

そういうところも見受けられましたので、

市長に限らず、皆さん同じように個別にま

た報告をさせていただこうと、今考えてお

ります。 

○三好義治委員長 次に、石原課長。 

○石原財政課長 そうしましたら、私のほ

うから委託契約の件について再度答弁を

申し上げます。 

 現在、契約に関する事務についての漏れ、

不備というところがいろいろと指摘され

ているところでございます。担当課としま

しても非常に危機感を覚えているところ

でございまして、委員がおっしゃられまし

たように、この契約事務のミスというのが、

やはりいろいろな法令にかかわっている

ことでありますので、それがどういうふう

なことになるのか、そういうことをしっか

りと肝に銘じて、契約事務を行っていただ

かないといけないというふうに考えてお

るところでございます。財務、また契約事

務については、どうしてもそのときの社会

情勢によって法令もいろいろと変わって

きますので、各原課ではなかなか把握でき

ないところもあろうかと思います。それぞ

れの事務を行っているところでは、なかな

か難しいところもあると思いますけども、

契約事務に関する基本的な知識というの

は、しっかりともっていただかないといけ

ないと考えているところでありますので、

やはりこの契約事務についての行い方、言

えば、これまでの契約事務で皆さんが持た

れてる意識の改革といいますか、そういう

ものをしっかりと高めていかないといけ

ないというふうに今考えているところで

ございます。 

○三好義治委員長 松方課長。 

○松方総務課長 私のほうからは、渡辺委

員からの駐車場使用に対する寄附につい

てのご説明をさせていただきます。 

 平成２６年度、年間３３２万２，０００

円ございました。月によって人数の差があ

るんですけども、月に割りますと１３８名

の方が利用されておりまして、近畿自動車

道高架下につきましては、阪神大震災の後

の平成８年に日本道路公団のほうから市

のほうへ占用許可をいただいてるところ

でございます。占用許可につきましては、

自動車の駐車場、消防訓練、資材置き場、

歩道の設置等の継続ということで占用許

可をいただいてるところでございます。こ

の寄附につきましては、一人、月額２，０

００円でございまして、これは占用をいた

だいてる中で、占用の許可条件としまして、

占用区域内の維持管理、占用又は占用工事
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に付帯して道路を損傷した場合につきま

しては、それと占用期間が終了した場合に

ついては原型に復して返すという条件が

付されておりますので、この寄附について

は駐車場の使用料ということではござい

ませんで、この占用許可をいただいた場所

を利用する上で、舗装でありますとか、道

路敷の部分にほころびがあった場合に、そ

れを原型に復するための負担に対する寄

附ということでございます。 

○三好義治委員長 寄附のところはもう

終わってるから。今、質問されてるのは、

市の駐車場使用料金のトータル的なこと、

幾らかということを聞いてるから、財政課

で答弁してください。 

 石原課長。 

○石原財政課長 使用料の中で、自動車駐

車場等の使用料の合計ですけども、市全体

でいきますと、総務、民生、土木使用料の

ところで自動車駐車場の使用料として合

計で約１億２，６００万円となっておりま

す。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 渡辺委員のご質問

のうち、集会所の今後の方向性についてお

答えさせていただきます。 

 渡辺委員からもお話がありましたよう

に、集会所は地域のコミュニティ拠点とい

うことで、自治会でありますとか、こども

会、それから老人会等が集会並びにカラオ

ケ等をされている場所でございます。摂津

市のほうには５３か所ございまして、これ

は非常に数が多く、一方では市の強みでは

あるかなと、細かくあるということは強み

であるかなと思っています。ただ、もう一

方では５３か所のうち３５年以上経過し

ているものが１８か所でございまして、こ

ちらの更新、今後に向けた更新も一つの課

題ではあるというふうに認識してござい

ます。 

 今年度の取り組み、平成２７年度におき

ましては、これらの課題を解決するため、

従前から点検を行っておりましたが、詳細

な点検を今現在行っておりまして、ただ単

に経過年数だけを見るんじゃなくて、実際

にどのあたりが老朽化してるのかという

詳細な調査を行っておりますのと、もう一

点は、運営管理者から毎年利用件数の報告

がございますが、その中にかなり毎年上下

してるところもございます。このあたりを

同じ検討の舞台に乗せるために、詳細な聞

き取り調査を現在実施しておりまして、今

後これらの材料にどの集会所を建て替え

るべきか、また、今後この利用頻度もそれ

ぞれやはり違う現状がございますので、ど

のあたりを施設統合すべきかどうかを検

討していきたいというふうに思っており

ます。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 先ほどの答弁なんです

けども、自転車の分も入ってございまして、

自動車駐車場のみでいきますと、約３，５

００万円となっております。訂正とおわび

申し上げます。申しわけございませんでし

た。 

○三好義治委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１１時 ９分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 それでは、一般寄附にかかわる基準につ

いて、杉本部長。 

○杉本総務部長 一般寄附をされた方の

適性の問題をお問いかと思います。寄附に

ついては先ほど担当課長が申しましたよ

うに、申し出があったときに、これをお断

りするという基準は我々もっておらない
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のが現実でございます。ただ、委員からい

ろいろご指摘がありましたけども、その寄

附いただいたところが、やはり市が公的に

受けて、それを公的に使うことが不適切で

あれば、これはやっぱりお返しすべきもの

であろうかと思います。我々が寄附をいた

だくというのは、あくまで善意の中でお願

いをしてるというふうに考えております

し、善意というか、行政、世の中のために

していただけるというふうに考えますの

で、これを入るところで拒否するというこ

とではないと思ってます。ただ、社会的な

情勢であるとか、例えばその方が先ほどあ

りました刑事的なものとか、そういったも

のがあって、ふさわしくないということで

あれば、これはその時々で検討をして、返

還も一つの方法として考えていくべきだ

ろうと考えております。 

○三好義治委員長 この件については、委

員長として事実関係を確認した上で精査

して、各委員に後日報告をするということ

で取りまとめておきたいと思います。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 ２回目の質問でもれが

ありましたのでその件もお聞きしたいと

思います。 

 自動車駐車場使用料、いろいろ多岐にわ

たってほかの委員会、ほかの部署にわたっ

ておりますけど、基本的な考えとして、例

えばこれは一度お話したと思うんですけ

ど、不公平が生じているんではないかとい

うふうに思うんです。例えば、その施設を

利用して、例えば安威川以南と以北に分か

れて考えたとしたら、以南から以北に行く

というのは、やっぱりどうしても車とか、

公的な交通機関を使いながら行かなくて

はならないような状況が多いわけですね。

でも、さまざまな施設はどっちかといいま

すと以北に集中しているわけであって、例

えば以北の近隣の人らは、歩いたり自転車

で行けるような状況でも、以南の人はそう

いうような交通手段を使わなくてはなら

ないということを考えますと、その辺の不

公平さがどうしても感じられるわけです。

そうしたら、以南に施設をつくってくれと

いう話になってくるんですけど、そういう

声もあります。たくさんありますが、しか

し現実としてそれができないような状況

の中で、その施設を利用するに際して、駐

車料金を取るということに関しては非常

に我々としたら不公平が生じるんじゃな

いかというふうに感じるわけですけども、

そういう点、さまざまな今後議論をしてい

ただけたらええというふうに思います。た

だ、不公平感を以南の方々とか、その施設

から遠い方々は感じてるということだけ

は、しっかりと把握していただきたい、そ

のように思います。 

 それから、これは忘れとったんですけど、

公用車の使い方に対しての質問ですけど、

例えば二元代表制で議長なり市長なりが

公用車を使いますけど、それぞれの仕事が

全部行くところが一緒かといったら、そう

じゃないと思うんです。ただ非常に昨今、

節約ということを人間基礎教育の中で言

われとる中で、私が議長を経験したときに、

市長は非常に公用車を使われる割合が多

い。同じ場所に行くんでも、一緒に行って

帰るんやったら、私は提案したんですけど、

議長車と市長車で別々に行かんと一緒に

行ったらどうやという提案をさせていた

だきましたけど、そういうことを考えたら、

非常に市長車を使う率が多い。だから、そ

の点は節約ということを言われとるわけ

で、行革ということを言われとるんやった

ら、まずトップが範を示して、公用車の使
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い方を自粛するということもやっぱり必

要じゃないかと、その件に関してお聞きし

たいと思います。 

 それから、長期休職者が５名ほどいては

るということなんですけど、メンタルヘル

スの方々が多いということなんですけど、

地方公務員法か何かで一応長期の休職者

に対しては様々な決まりごとがあるわけ

です。そういう中で一体その長期休職者が

何年、どういう状況かということをもう一

遍詳しくお聞きしたいというふうに思い

ます。 

 それから、男性相談の件なんですけど、

必要性は感じてはるということなんです。

今言うたように、まず取っかかりが非常に

新たなことやから、なかなかそのことに関

しては啓発活動を要望してるんですけど、

広がりがどこまでくるかということが非

常に時間がかかるというのはわかるんで

すけど、現実問題として、ここにおる男性

の方がいてますよね。悩みのない方は多分

いてはらへんと思いますよ。それぞれの悩

みをみんな持ってると思います。だから、

それを出すか出さないかの違いがあって、

でもその中で深刻な悩みを持って苦しん

ではる方もひょっとしたらいてはるかも

しれん。そういうことの心の扉を開ける何

らかの手段をしっかりと考えていってい

ただきたい。女性に対しては非常にそうい

う点は、まだそれはそれでも足りんかもし

れませんけども、いろいろ手厚くさまざま

な方策をやってるんですけど、世の中、男

と女で成り立っとるわけですから、女性だ

けがそういう点で解決して、男がそういう

形でぐっと我慢の子という形ではやっぱ

りよくない。そういう状況を先進的に考え

るんやったら、そういう状況を気軽にとい

う言い方はふさわしくないかもしれんけ

ど、すっと飛び込んでいけるような状況を

つくる、そういうことも必要じゃないかと

いうふうに思うんで、その点しっかりと考

えていただきたい、これは要望にしときま

すんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、アジア・太平洋人権情報セン

ター、これは私の間違いかもしれませんけ

ど、摂津の支部は自治労の組合事務所にあ

るんと違うかなという、これは私の間違い

かもしれんけど、再度確認をしておきたい

と思います。 

 それから、集会所の件ですけど、費用対

効果じゃないんですけど、だんだん人口が

減ってる地域において、集会所を廃止して

センターに移行するというのは、一つの話

の流れでは理解できるんですけど、地域に

よっては、どんどん新興住宅が建って、そ

の地域に人口が増してるところがありま

すよね。そういう地域でほんなら集会所は

そのままでいいのか、また廃止してええの

かと言うたら、それはよしとはしないと思

います。だから、その辺のツボを心得て、

しっかりとこれはやっぱり充実していく

必要があるんじゃないか。絆と言うたり、

例えば地域のコミュニティを充実さすん

やというふうに言われとんやったら、そう

いう拠点となるところを充実するという

のが当然の話の流れだというふうに思い

ますんで、その辺をしっかりとしんしゃく

しながらやっていただきたい。これも要望

にしておきます。 

 それから、先ほど無礼にもやじを飛ばし

ましたけど、選挙管理委員会ですけど、確

か証標を１枚貼ってなかったというのが

あったと思うんです。多分、僕が議長のと

きに報告を受けたと思うんですけど、あの

看板は最近じゃないけど、１年前に全部色

を塗り替えはったと思うんです。赤から白、
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赤地に白やったんが白地に赤になったと

思うんですけど、そのときに当然その証標

の貼り替えということをやっていかなあ

かんと思います。それを一個つけてなかっ

たということは、もうそれは確信犯じゃな

いけど、わかった上でそういうふうにして

貼ってあったと思うんです。それと、今言

うたような看板の足の寸法ね。それもちょ

うど塗り替えたときに当然その辺のこと

はやるべきことやというふうに思います。

それをそのままやっとった。我々は選挙の

たびに、選挙になってきたら２０人、３０

人の市議会議員選挙になったら候補者が

出ますから、それぞれの立場で相手に対し

ていろんなことを言うていく人もおられ

ると思いますけど、ただ、あなた方は、選

挙管理委員会というのは、やっぱりそうい

う点のしっかりとした管理をすべきとい

うふうに思うんです。看板に関して。それ

が、そのままほったらかしになっとった事

実はあるわけでしょう、それは謝りはった

けど。間違いがないとは言えんけど、厳重

に我々はそういう形でしようとしている

のに、ルールを守ろうとしとるトップがそ

ういうことをやっておられた。それに対し

て、選挙管理委員会は、ほとんどの看板が

サイズを違反しとるのに、絶対見たことな

いことはないはずですよ、あなた方、日常

の中で。選挙管理委員会のメンバーが一切

市長の看板を見たことないことはないは

ずなんです。その中であれだけの寸法が違

うもんを見たら当然おかしいと思うんは、

あなた方の仕事柄そういうふうに思うん

です。それがほっとかれたということに関

しては、そのように思てしまうのは当然違

うかなと、私は思いますよ。話の流れから

しておかしいと思いますか。それをお答え

願いたいと思います。 

 それから、書類の整備なんですけど、石

原課長、その辺のことは重く受けとめてお

られるというふうに思いますけど、考えら

れへんような対応ということをされるわ

けで、物事が起きてからこんなことになっ

とったんかというようなことが、これは摂

津市だけ違いますよ、全般的にはよくある

んですよ。盲点といいますか、長い間慣習

としてなされておった中で、それが当たり

前みたいな感じで、例えばうちの大澤議員

が言われたように、お互いに委託先と書類

の交換を普通はすべきですよね。すべきと

いうか、せなあかんわけです。それが先方

にわたってなかったり、勝手に判を押され

とったり、相手がわからんうちに判を押さ

れとったり、これはもう違法行為ですわ。

それが長年にわたって当たり前みたいに

されとったこと自体が現実にあったわけ

ですよ。そやから委員長にお願いして、例

の事業計画書を出してくれというのは、ほ

んまに大丈夫かなという私の危惧がある

わけです。多分ここにおられる委員各位は、

まさかそんなことはないやろうと思って

はるとは思うんですけど、現実にあったと

いうんですから、そういうことが非常に危

惧されるわけで、これはもう１００％失態

ですよね。そのことがもしか露呈して裁判

沙汰になったら確実に摂津市は何らかの

形で補償していかなあかんし、損害をこう

むる可能性もあるわけですから、そういう

点で一遍、公室長のほうからご答弁いただ

きたいと思います。 

 ３回目はそういう形で、また気づいたら

言います。 

○三好義治委員長 門川参事。 

○門川市長公室参事 渡辺委員の３回目

のご質問にご答弁させていただきます。 

 公用車の節約の件と、自粛等についてで
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ございますが、私、今回７月にこちらへ帰

任させていただいて、渡辺議長のときに一

度同席させていただいたかと思います。こ

れは、市長車と一緒に乗っていただいて、

確かコミュニティプラザへ一回行かせて

いただいたかと思います。その前に議会事

務局と事務局同士で同乗されるか調整は

させていただいておりました。農業の関係

で行かせてもらったときに、私がすごく感

じた点につきましては、当然、渡辺委員も、

当時市民の方と話したりされるケースも

ありましたし、市長もまた市民の方と話し

ておられたケースもあったかと思います。

そのときに例えば帰りのときに一緒に乗

っていただくということに対して、かなり

私も気は使ったと思います。いろんなこと

がそこで起きますから、そうなると後の公

務に支障をきたしてしまうということも、

その時点で考えたことはございます。あと、

市長は次の公務のために市長車の中で挨

拶等もそこで考えておられるケースもご

ざいますので、ただ、節約の観点からいい

ますと、市内につきましては、電気自動車

を主に走らせております。昨年度の燃料費

でいいますと、約３３万円ほどの削減は電

気自動車によってさせていただいており

ます。ただ、電気自動車も走行が多くて１

２０キロしか走りませんので、市外のケー

スのときには、なかなか戻れるかどうかと、

そういった不安もございますので、そうい

った場合については、クラウンを走らせた

りしております。今後につきましては、で

きる限り市内については節約という意味

でいいますと、電気とか今後ハイブリット

車も考えられるかと思います。そういった

観点で考えていきたいと思っております。 

○三好義治委員長 井口局長。 

○井口選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 サイ

ズの件、一目瞭然ではないかと、見たらわ

かるでしょうというご指摘かと思います。

そう言われましたら、もう言葉はございま

せん。ほかの看板と並んでおりますと、や

はり大きいというところはあったかと思

いますけれども、幾らオーバーしていたか

ということは実際には測っておりません

でした。市民の通報を受けて動くのは遅き

に失していると言われても、このご指摘は

当然だと思っております。 

 つきましては、先ほどもご答弁させてい

ただきましたけれども、我々は申請があっ

た際には、場所の確認、サイズの徹底、そ

れから証標のもれがないか、いま一度、更

新のタイミングが一番いいかと思うんで

すけれども、それ以外にも通報を受けてか

らじゃなくて、わかり次第、指導を徹底さ

せていただきたいと考えております。今回

は我々の不注意でございましたので、おわ

び申し上げたいと思います。今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 決算書に載っ

ておりますアジア・太平洋人権情報センタ

ーと、摂津市の組合で加盟しております平

和人権センターは全然別の組織でござい

ます。 

○三好義治委員長 それから、大橋参事。 

○大橋市長公室参事 長期休職者につい

ての質問にご答弁をさせていただきます。

平成２６年度の５名の状況ということで、 

１名については約２か月ほどで職場復帰

をしております。もう１名については８か

月程度で職場復帰、もう１名は５か月程度

で職場復帰、もう１名は半年ほどで退職と

いうことになっております。もう１名は１

年を超えて現在も継続中ということにな



- 22 - 

 

っております。 

○三好義治委員長 乾公室長。 

○乾市長公室長 それでは、契約等に関し

ますご質問にお答えいたします。 

 私が公室長になってからもう５年にな

るんですけれども、私がなったときから庁

内の職員のとる事務、契約も含めてですけ

ども、これが非常に危ういということで、

いろんなところからミスをした事例等も

受けておりましたし、庁内を見渡しても危

なそうな感じがやっぱりしました。 

 これは、一つには膨大な知識と経験を持

った団塊の世代が抜けた後でございまし

たので、当然そういう危惧はされるわけで

あったわけでございます。私はそこで、人

事課ではそういったことを是正するため

に、実務研修、庶務研修、これをしっかり

やれと、これを何しかやらないとこの事務

の改善はできないということで、声を大に

して言っておったんです。 

 その後、監査のほうからも講評等でご指

摘もいただいておりましたので、そういっ

たことも踏まえまして、平成２６年、おく

ればせながらようやく摂津市の業務執行

の適正化推進に関する基本方針とか、ある

いは業務執行の適正化推進に関するアク

ションプランなどを策定いたしまして、事

務の適正化に努めているところでござい

ますけども、団塊の世代が抜けた穴という

のはなかなか一朝一夕に直せないものと

思っておりますので、今後とも事務の適正

化に全庁を挙げて、きょうはおりませんけ

ども、副市長を先頭に取り組んでまいりた

いと考えておりますので、よろしくご理解

いただきたいと思います。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時３１分 休憩） 

（午前１１時３２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 アジア・太平洋人権情報

センターは、よく理解できましたので、私

の勘違いでした。申しわけありません。 

 それと、公用車の件ですけど、それは市

長も考えるけど議長も考えます。車の中で

挨拶を。これは二元代表制やから、その辺

のことは、法的にも何にもそれなりのきち

っとした立場があるわけです。市長やから

どうこうではないわけですよ。 

 例えば、節約ということを本人が人間基

礎教育でいうてはるんやったら、当然そう

いう時間差を埋めていくことが大切です

し、それからもう一つ僕が考えるんは、電

気自動車というの、あれは非常に私は不可

思議ですわ。だって、１か所の事業しか乗

っていかれへんわけでしょ。バッテリーが

上がってしまって。運転手さんがいつも言

われるんやけど、何のためにあるかわから

へんいうて。計３台あるわけですね、結局、

クラウンと電気自動車と軽自動車と。私は

電気自動車なしで軽自動車で十分やと思

うしね。 

 そういうことを、節約というて考えるん

やったら、まずそういうことを考えていく

のが当然なわけであってね。大きな柱とし

て、これ上げてるわけでしょ。公室長そう

でしょ。人間基礎教育の中で節約、挨拶と

かいろいろあるじゃない。この中で上げて

るんやったら、当然その一番目立つのは公

用車ですやん、市民にね。そういうような

点を、やっぱりしっかりと考えていく必要

があると思うので、その点もう一遍、ご答

弁いただきたいと思います。 

 それと、書類のことなんですけど、社会

的に、一般的にそういう知識がある人間や

ったら、当然その書類というのが今後何ら
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かのときの証になるということは当然わ

かりますよね。これは、公務員とかどうこ

うという問題と違って一般の。ましてや、

公務員がそういう形で書類を作成し、双方

に契約してやるときに不備があるという

ことが実際に多々あった事実があるわけ

でしょ。そんなことは普通考えられへん話

であって、団塊の世代がどうこういうのは

何も言いわけにならんわけで。 

 当然、そういう形の書類のマニュアルと

いうのは、先輩から後輩に受け継いでいか

なあかんわけですから、上司から部下に受

け継いでいかなあかんわけでしょ、これ。

団塊の世代がいなくなったら、もうほんな

ら市役所のさまざまな業務は停止するか

というたらそうじゃないでしょ。やっぱり、

こうやって脈々と続いとるじゃないです

か。 

 そういうことを考えますと、今言うたよ

うに、重きを置いてるということを言われ

ますけど、一番重きを置くというより一番

基本的な問題ですよ。今、例のあそこの新

幹線基地で、地下水の裁判をやっていろい

ろ係争中ですけど、まずどういう状況のも

とで、そういうさまざまな書類が提供され

るかというのはわかっとるはずですよ、い

ろんな面でね。 

 その中で、今言うたように行政が出され

とる書類が、ええかげんな事業計画書とい

うたら１、２行書いて、これ事業計画でも

何でもないわけ。そういうような文書が見

つかったり、永年にわたって、特定の業者

がそれを委託されたり。また、日付が全く

同じ人間が書いたような筆跡やったり。そ

ういうような相見積もりをとったら、筆跡

というか、日にちまで相見積もりをとった

業者、同じような日付で印鑑を押しとった

り、もうそれは考えられないようなことが

現実にあったわけでしょ。 

 委員長、ほんま考えられないような事実

があるわけ。その点ね、今言ったのは言い

わけにならへん。団塊の世代が抜けたとい

うのは。具体的にどういうふうにしてこれ

から対応していくか。 

 例えば、もう一遍全部出してするか、研

修会やるなり、一つのマニュアルをつくっ

てこういうふうにやるんだということを、

早急にやっていかんと、早急に対応する必

要がありますよ。 

 ここにありますけど、これをちらっと見

たけど、「えっ」というような内容がいっ

ぱいあるわけですわ、これ。再度ご答弁お

願いします。 

○三好義治委員長 ２点でいいですね。公

用車の関係と契約の件について。 

 乾公室長。 

○乾市長公室長 それでは、渡辺委員のご

質問にお答えいたします。 

 まず、公用車の件でございますけども、

やっぱり節約という観点からすれば、少な

くとも市内は軽自動車を、市長といえども

使うとか、あるいは市外へ行くときには、

そういったときに限って安全とかいった

ことも十分に考慮いたしまして、大きな車

に乗りかえるということはそれも必要な

場合もあると思いますので、ただ原則とし

ては、できるだけ市内においては軽自動車

を使うなり努めてまいりたいと。そのよう

なことで市長と相談してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 それから後、書類の不備が多々見受けら

れると、要はもう致命的なミスをしてると、

今にも市民に、あるいは市自体に大きな損

害をかけかねないような状況もあるとい

うようなことだと思います。私も非常にそ

の点は危惧しております。 
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 今ご指摘ありましたように、そういった

事務のマニュアルをしっかりするとか、あ

るいは職員を集めて庶務研修をどんどん

実施するとか、そういったことに努めて、

一刻も早くこの今の危機的な状況を脱す

るべく努めてまいりたいと思いますので、

先ほども申しましたように、全庁挙げて、

副市長先頭に、事務のことは副市長を先頭

に、努めてまいりたいと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時３９分 休憩） 

（午前１１時４３分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 市長。 

○森山市長 渡辺委員の４点にわたる質

問にお答えをいたします。 

 広告の件でございますけれども、広報紙、

そしてホームページにいただいておる広

告のことでございますね。課長からも答弁

申し上げたと思いますけれども、一定のル

ールにのっとって広告はお受けし、もちろ

ん公序良俗に反する関係者からの広告物

をいただくわけにはまいりません。以前に

も、摂津まつりのときに広告をいただいて

お返しした例もあると思います。 

 ただいまのご指摘いただきました件に

つきましては、私もその後の状況を把握し

ておりませんので一度調査いたしまして、

それに抵触するようであれば、お返しをす

るとしたいと思います。 

 それから、公用車の件でございますけれ

ども、渡辺委員が議長のときにご提案いた

だきました。できるだけ重なる行事は同乗

したらどうやというお話だったと思いま

す。私ももともと体も小さいんですけれど

も、市内はでき得る限り、摂津市の場合は

こういう道路状況ですから軽自動車のほ

うがいいというのは、私の考えでございま

す。対外的な場合には、クラウン等々を利

用するということでいいんではないかと

いうことを申し上げております。 

 そして、早朝、例えば駅頭での街頭キャ

ンペーン等々早朝になります場合は、でき

るならば自分で運転していくと。そして、

かなり夜遅くなります場合は、公用車を帰

らすというような形をとるべきであろう

かと。 

 ご提案いただきました、行事等々重なる

場合には、今後事務局同士協議いたしまし

て、できるだけ前後の行事の調整がつけば

同乗してまいりたいと思います。 

 それから、私の政治看板の件でございま

すけれども、ご指摘いただきましたように

平成２６年ですか、新しく看板を塗り替え

ました。そのときに、平成２６年の１月に

選管からのご指摘をいただいて、証標の更

新をしておりましたけれども、それを貼ら

ずにおいてあったことは事実であります。

また、足がついていたことも事実でござい

まして、これは正確に言えば全体の大きさ

に勘案されるということでございます。 

 そういうことで、率先して取り組まない

かん私自身の看板に不備があったことに

ついて、深く反省をいたしております。今

後、このようなことのないようにしっかり

と目を向けていきたいと思います。 

 それから、越境入学のことでございます

けれども、４年前、越境入学、年間を通じ

て何件か越境入学があると思いますけれ

ども、そのうちの一つ、１年数か月にわた

っての期間になった越境入学がございま

す。結果として、私どもの親族、孫が当事

者でございました。私は、このことについ

て教育委員会と当事者との間でのいろん
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なやりとりがあったことは聞いておりま

すけれども、一切関与しておりませんでし

たのでまことに申しわけなく、結果として、

私の孫、身内ということで道義的な責任を

感じ、過日の本会議でもおわびを申し上げ

たところでございます。 

 そういうことで、ご質問の内容につきま

しては、差別ではないかというようなお話

であったと思うんですけれども、決して職

員が、私が市長だからといって特別な扱い

をしたとは聞いておりませんので、この件

についてはご理解をいただきたいと存じ

ます。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 越境入学から順番に言

いますけど、あなたね、そういう市長やか

らというようなことを私、ちゃんと聞き取

り調査やってるんです。そのことは、みん

な職員知っとったわけですよ、あなたの孫

やということ。だから、孫やからそういう

ふうにやったんかというふうに質問した

ら、「そういうふうにとられても仕方ない

です」というて職員はみんな証言してるん

です、あなた。 

 それと、越境というのは、例えばいじめ

の問題があったり、さまざまな人権侵害の

ものの事例があったときに事例がありま

すけど、何も理由もないのに、理由は書い

てるけど全然理由として理由にならない

ようなことを理由としてやっとる事例は

１件もないんです。 

 ということは、一般のね、例えばクラブ

を二中から五中に行きたいとか、逆のパタ

ーンもありますよ。そういうことでそうい

う希望を持った方がいっぱいいてはるわ

けです。そういう人は越境できなくて、あ

なたの孫はできるというのはこれ差別じ

ゃないですか。一般市民と市長を差別して

るということじゃないですか。違うんです

か。 

 あなた、人間基礎教育と言いながらね、

ルールを守る人づくりと言いながら、あな

たが率先してルール違反をやっているじ

ゃないですか。 

 関与してなかった、道隔てて反対側に住

んでるのが、自分の孫がどこの中学校へ行

くかいうのはわからんことないでしょ。普

通やったら、私の孫やったら、そういうこ

とは遠慮せえって言うでしょ、普通は。 

 それと、あなたは自分の名前で、それを

やった職員を処分してるじゃないですか。

どういうことですか、それは。普通リーダ

ーやったら、自分が原因で部下を処罰する

んやったら、彼らに罪はないというて、私

が原因やから私が全てその件に関しては

引き受けるということをするんがリーダ

ーじゃないんですか。あなたのためにやっ

て、あなたの孫のためにやったのが、その

ルール違反したのをあなたみずからが処

罰してるじゃないですか。その神経を疑い

ますわ、私は。 

 議会で謝ったからそれで済んだと思っ

てるんですか、あなたは。自分にペナルテ

ィーを科さんで、謝ったらそれで済むと思

ってるんですか、あなたは。あなた、それ

でもリーダーですか。部下というのは、あ

なたの背中を見て行動するんですよ。それ

も大層に人間基礎教育みたいな、自分でそ

ういう造語をつくっておきながら、真っ先

に自分が違反して、それは１０年間形とし

てあらわれてない、当然じゃないですか。

あなたがそういう考え方やからでしょう。

違いますか。 

 先ほどの看板の件もそうですよ。平成２

６年に塗り替えた。当然、あなたは何をす

べきなんですか、それやったら。私は知っ
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てますよ、あなたの秘書を１３年間やって

きたから。あなたは全て、貼るところは自

分で確認し、取りつけるときに自分も関与

するじゃないですか。 

 先ほど言ったように、ルールを守るひと

づくり、法的に決められたことまで守られ

んような人がようそんなこと言うんです

か、あなたは。これは法的に決められたこ

とでしょ。倫理観以前の問題ですよ。そう

いうことに対してどう思うんですか、もう

一遍きちっと答弁いただきたい。 

 それから、高速産業の件ですけど、あな

たの後援会で活躍されとった方ですわ。例

の塵粉問題で、大阪府の査察を受けました

よ。あの地域の方から、そういうことの申

し出があって、うちの生活環境部の公害対

策の北野理事が、大阪府にそれを提言して、

査察に入られましたよ。 

 そういう報告受けてないんですか、あな

たは全然。どうなってるんですか、そうい

うこと、報告受けんと。一体どういうこと

なんですか、それは。 

 公用車の件も、私が議長のときにそうい

う形で言いましたわ。あなた、人間基礎教

育の中で節約と言いながら、例えば出勤の

とき、議長の私が自分で行きます。あなた

は公用車を必ず待たしております。二元代

表制の双方のリーダーとなったら、まずあ

なたが逆に、私は人間基礎教育を言うてる、

節約という立場から考えたら、議長、こう

いう公用車の使い方はやめましょうとい

うて、普通はあなたから言う話なんですよ。

何で私からそういうふうに提言するんで

すか。 

 以上、４点についてご答弁いただきたい

と思います。 

○三好義治委員長 市長。 

○森山市長 広告の件につきましては、査

察を受けておるという事実は私、ちょっと

まだ把握しておりませんでした。これはそ

のとおりでございます。 

 それから、公用車につきましては、議会

にも行政にも同じように車が配置されて

おります。行政は毎日のように動いており

ますけれども、そういう意味ではもう少し

合理的にというご提案をいただきました。

私から言うたらどうやということでござ

いますけれども、私は秘書課長からもお答

えしたと思いますけれども、その分確かに

電気自動車も距離が伸びないので、非常に

不合理なところがあるけれども経費の節

減になる、当時はそういうことで議会とも

どもに電気自動車に変えた経緯がござい

ます。 

 そんなことで、形を変えて節約につなが

るようにという努力はしておるつもりで

ございます。さらに、節減につながるよう

にご提案について検討していきたいと思

います。 

 それから、私の政治的な看板の件でござ

いますけれども、これはお叱りをいただい

てそのとおりでございますので、場所等々

平成２６年に塗り替えたときに、しっかり

私が把握してるわけでありますから、それ

が証標をもらいながらほったらかしにし

ていたということについては、言いわけの

しようがございませんので、今後しっかり

と肝に銘じてまいりたいと存じます。 

 越境の件につきましては、処分をしてど

ないなっとんねんというお話だったと思

いますけれども、この件につきましては当

時の関係者の事務連絡、相談、報告等々に

ついて、いろいろと不適切があったという

ことで分限懲戒審査委員会において処分

の報告をいただいて、私がそれに対して処

分を行ったわけでございます。 
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 それで、私は先ほども申しましたけれど

も、それだけで終わってはいかんと、この

件については、結果として私の身内にかか

わることであるから、私として道義的な責

任を感じるし、処したいということで、最

高の場所であります議場においてそのこ

とについておわびを申し上げたところで

ございます。決して、このことから逃避を

することなどは考えておりません。以上で

す。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○三好義治委員長 休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 ご答弁いただきました

けど、市長ね、謝ったやないかいうて、議

会の本会議で、言うてはるけど、あれ、議

長の私が促したから、あんた、そういう形

で謝ったんやろ。違う。みずから謝ったん

と違うでしょう。 

 自分の孫のために、そういうことで配慮

しながらやった職員に対して、ルール違反

ということはわかりながらも、やった職員

に対して、あなたは処分したわけですやん。

自分は、当時、議長であった私に促されて

謝ったわけや。 

 それが、謝ったから終わったみたいなこ

とを、人間基礎教育や何やこうやと言うと

る人間が、ようそんなこと答弁で言えます

ね、あなたは。何を思うて、この摂津市の

トップをやってはるんですか。１１年間、

あなたは市長をやってきて、それは、形に

ならんかった、人間基礎教育が形にならん

かった。当たり前じゃないですか。 

 挨拶、節約と言いながら、挨拶をやって

ましたね、水道部の前で。何か、応援団か

暴力団か知らんけど、後ろに手を組んで、

あんな挨拶の仕方、普通はしませんわ。あ

なたはちゃんと挨拶できてましたか。 

 私の大学の先輩、山中芦屋市長、私は先

日、彼と待ち合わせをしたときに、彼は１

５分おくれて来はりました。何でかなと聞

いたら、自転車で来はって。ごみを拾いな

がら来て、ごめん、遅くなりましたという

ことを言うてはりました。 

 芦屋というのは、全国有数の知られた高

級住宅街です。それを維持するために、私

は自分の身をもって、やっぱり範を示さな

あかん。登庁、退庁のときも必ず自転車に

乗って、ごみを拾いながら来てはる。その

ことによって、職員なり市民なり、意識づ

けをしてもらう、私がやったことはちっぽ

けやけど、そういうことから始めるんやと

いうことでやってはりました。なるほどな

と思いましたわ。 

 東大阪市の私の友達の野田市長は、ラグ

ビーのまちにせなあかんということで、ラ

グビージャージを着て、いろんなところへ

ＰＲに行ってやってますわ。あなた、その

人間基礎教育がこのまちの、私の市政運営

の大きな柱やと言うてはったんとちゃい

ますか。 

 その方が、挨拶はそんなまともな挨拶聞

いたことないし、ましてやルールを守る人

づくり、さっきの看板の件もそうですわ。

確信犯じゃないですか。そうでしょう。お

れは市長やからええのかというて、ええん

やいうて、そんな考えでやっとるとしか言

いようがないじゃないですか。よう、そん

なルールを守る人づくりと、よう言えます

ね、あなた。ちゃんと目を見てください、

私の。 

 越境入学、あの内容を見とったら、引っ

越します、神社に引っ越します、母屋に引
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っ越しますというて書いてあった。普通は

半年ですよ。全くそういうあれもなしに。

あなた、知らんわけないでしょう。母屋に

引っ越すということは、あなたと相談した

上で引っ越すということなんでしょう。違

いますか。子どもが勝手にやっとることじ

ゃ済まんでしょう。確信犯じゃないですか、

あなたも、それは。 

 違うんですか。おれは森山や、摂津の市

長や。そういう気持ちでやってはったんで

すか、あなたは。でも、そうじゃないです

か。職員に聞き取り調査したら、みんな、

わかっとった言うて、市長のお孫さんやと

わかってたと言うて。でも、言えないわけ

ですよ。 

 僕は、教育長にも怒りましたよ。あなた

がそういうことやったら、きちっと把握し

て、知らんかったと言うてましたけど。市

長これ、ちょっとぐあい悪いですって、あ

なたが言うべきでしょう、部下にかわって。 

 あなた、そんなことをわかりながら、お

れがこういうことをやったら、こういうこ

とになるよとわかった上で、それをやっと

るんじゃないですか。何が人間基礎教育や。

何ぼのもんやねん。 

 人間基礎教育、私はあの内容に関しては、

決して否定するものじゃないです。しかし、

ああいうことを言うんは、お札に載るよう

な人間か、それに準ずる人間が言うことで

すよ。あの標語、変えたらどうですか、「身

内に甘く、他人に厳しく」いうて。 

 リーダーとして、自分の身内を率先して

やることがいかに恥ずかしいことか、これ

は、リーダーとしての基本中の基本でしょ

う、やったらあかんことの。違いますか。

何を思うて、あなた、そういうことで柱と

して、市長として、リーダーとして、部下

にそういう命令できるんですか。 

 この広報紙の件に関しても、あなたのお

友達じゃないですか、これ、高速産業。知

ってますよ、私、ずっと歴史。特定の政党

と特定の議員を応援してる人ですよね、こ

の人は。そういう方から、そしてまた、公

害問題が発生しとる方から１００万円の、

あれはこのときだけ違うて、ずっと、１年

に一遍、１００万円寄附されるらしいです

けど。 

 思惑を詮索してもこれ、無理はないわけ

ですよ、何かあるんちゃうんかというて詮

索しても。それはないやろうという否定は

できないわけですよ。あなたのお友達やか

ら。よくあんた、そういう形でリーダー務

めてるな。 

 公用車の問題はいいですわ。その３点に

ついて、もう一遍、答弁いただけますか。 

○三好義治委員長 渡辺委員、答弁はいた

だきます。決算審査から外れてきている部

分もあるわけ。委員長として、それは整理

したいと思う。その辺は理解してほしい。 

 市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○森山市長 まず、広告の件でございます

けれども、先ほど、査察云々の話がござい

ましたけど、休憩中にいろいろ担当からも

話を聴取いたしました。近隣のいろんな苦

情等々を受けて、所轄官庁であります大阪

府が、担当が調査に当たったということを

受けました。 

 結果としては、設備等々、きちっと整備

をされているということであったそうで

す。ただ、日々、やっぱりああいう企業で

ありますから、粉塵等々、近隣対策には十

分注意を払っていくというふうな話があ

ったようでございます。 

 私の友達だからとか云々で広告をいた

だくとかいただかないの話ではございま
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せんで、今の摂津市のまちづくりに共鳴し

て、少しでも応援しようということでご寄

附をいただいているわけでありますから、

この点については、それぞれの思想信条

等々について問うこともできませんので、

それは問題がないと考えております。 

 それから、越境の話でございますけれど

も、当時、４年前ですか、母屋に戻ってく

るということで、一つの目的があったので、

その校区へ越境したいという申し入れを

したことは事実でございます。結果として

実らず、結局、校区は鳥飼西小校区に建て

売りを買って引っ越すことになりました。 

 そのことについて、私は当時、教育委員

会と当事者とのいろんなやりとりがあっ

たことについては、一切かかわらなかった

ことは確かです。教育的配慮という言葉が

ありますけれども、そういうことでいろい

ろとやりとりがあった上でのことであり

まして、何も隠す気もありませんし、そう

いうこと、当時はそうだったんです。 

 結果として、長くなってしまったと、そ

のことについて、私の身内であるというこ

とで、知らんでは済まないと、道義的な責

任を感じると。また、そのときに担当職員

の連絡調整、事務の引き継ぎ云々等々につ

いての不備があったことは、教育委員会か

ら報告を受けました。 

 そのことと、その結果とは別の問題であ

りますので、その事務的なミスについて、

分限懲戒審査委員会に対してお諮りをし

たわけでございますので、私が教育委員会

の職員を処分することは考えておりませ

んでした。 

 ただ当時、教育委員会に行ってた職員が

行政部門に帰ってきましたので、ルール上、

私の名前で処分せざるを得なくなってし

まったということでございます。 

 謝って済むんかということでございま

すが、謝って済むとか済まんの話じゃなく

って、私は、結果として自分にかかわるこ

とであるので、やっぱり身はきちっと処さ

ないかんということで、いろいろと分限懲

戒審査委員会にもご相談を申し上げまし

た。 

 結果として、議決機関の最高の場である

議場においておわびを申し上げる、このこ

とがやっぱり私は政治家の一人として、私

なりに最高の決断をしたわけでございま

すので、決して、そこから逃げようとかは

思ったわけではありません。 

 それから、もう一つは、看板の件につき

ましては、先ほども申し上げましたように、

全くご指摘されて、私の不徳のいたすとこ

ろであります。今後、さらに身を引き締め

たいと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 渡辺委員、もう一回答

弁してもらいますけど、さっきも言いまし

たように、平行線になっていると思います。

委員長として、あとはもう採決で判断して

いただくということをお願いしておきま

す。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 高速産業の件ですけど

ね、実際に地域住民から粉塵の問題がある

ということで、これが問題になったわけで

すよ。問題ないとあなた言うてはったけど、

問題があったから、査察があったわけでし

ょう。実際、そういうことで住民から苦情

が出てるんですよ。市民から苦情が出てる

んですよ、あなた。そうでしょう。何が問

題ないんですか。 

 府の結果はどうこうあれ、府まで行った

という、査察が入ったということ自体が、

もう一遍言うけど、北野理事は、もう一遍、
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府に促すと言うとるわけでしょう、再調査

を。そういうことまで言っとるのに、何が

問題なかったというんですか、あなたは。

そこまで調べましたか。再調査を促すとい

うところまでなってるんですよ。聞いてく

るんやったら、そこまで聞きなさいよ、あ

なたが。 

 それと、今言うたように、越境やったら、

それが結果的に母屋に帰られへんかった

らその時点で鳥飼小学校に行くべきでし

ょう。何で、あくまでも鳥飼西小学校にこ

だわったんですか。これ、鳥小と西小を差

別しとるのと一緒でしょう。何を言ってる

んですか、あなたは。ルールを違反してい

たら、ルールを違反せんように戻るという

ことが当然じゃないですか。そんなん、自

分の近所周りにおって、わかることですや

ん、私は知らんいうて。 

 ほんなら、あなたは自分の身内やったら、

当然今、それが母屋に帰られへんかったら、

おまえ、鳥小に行けというのが当然ちゃい

ますか、あなた。言うとる答弁が矛盾して

るんですよ。ルールやったら、ルールに基

づいた行動をとれというのが、本来の姿と

違いますか。 

 ほんで、謝ったと言うけど、さっきも言

うたように、当時、議長であった私が促し

たから謝ったんでしょう。あの話、私もち

ょっと無理があったかもしれんけど、越境

という事実は、あのとき私が指名せんかっ

たら、表に出えへんかった話じゃないです

か。議事進行が出ましたけどね、あのとき

に。 

 謝ったというて、自分のみずから、自分

のそれを示した上で謝ったんと違うでし

ょう、あなた。何を言ってるんですか、あ

なたは。あれは、私が指名せんかったら、

あの話はなかったんや。全然、事が起こっ

てなかったわけですよ。新しいでしょ、こ

の記憶は。この前ですよ。 

 看板の件も、すいませんでしたと言うて、

あなた、謝っとるけど、今、何遍も言うよ

うやけど、ルールを守れ、守れというてあ

なた言うとったのに、あえて確信犯でルー

ルを逸脱したことをやっとったわけです

から、それも何らかの形で自分を処するこ

とが必要でしょう。 

 これも指摘されて、あなたが謝ってるわ

けですよ。そういうことを言うようやった

ら、まずそういうことをしない。しとって

も、それをみずから指摘される前に、あな

たがそれをきちっと改善する方向に向か

っとるんやったら別やけど、全部、指摘さ

れて、それであなたがそういう形で、あえ

て謝るなり、そういうことをやってるじゃ

ないですか。それがあなた、人間基礎教育

というふうなことを言うような人の言う

ことか。矛盾だらけじゃないですか、答弁

が。 

 何で、鳥飼小学校が嫌なんですか。何で

嫌なんですか。あそこら辺の人、みんな、

鳥飼小学校に行ってますよ。一番、伝統が

ある小学校じゃないですか。鳥飼小学校へ

戻れと言うたら、それで済むことじゃない

ですか。どうなんですか。おれが言うとる

こと、おかしい。ここにいっぱい職員おる

けど、判断してもらったらええねんけど。

いろんな人がいろんな考え方を持っとる

から。何で、西小にこだわる、何で鳥小が

嫌なん、それ自体、学校の差別ですよ。 

 あなた知らんけど、みんな囁いてました

よ、それは。市長さんやからええんやな言

うて。市長さんやから許されるんやね言う

て、囁いてましたよ、皆。私も、あえて言

わんかったんやけど。住民からそういうこ

とを聞かれたから、私の孫もそういうとこ
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ろ、西小学校に行かせたかったと言うて、

市長さんやから許されるんやね言うて。 

 委員長、最後にしときますので、答弁だ

けいただきたいと思います。答弁でも、そ

れなりにきちっとした答弁をいただきた

いと思います。 

○三好義治委員長 高速産業の関係につ

いては、１回目の質問で、私のほうで、要

は、高速産業さんの公害問題については調

査させていただいて、各委員の皆さん方に

報告すると、こういったことを言うてます

ので、渡辺委員、これはもう一回やります

ので、それ以外の件について、もうずっと

平行線なんで、高速産業のほうは私が預か

りますので、それで終わりにしたいと思い

ます。 

 市長。 

○森山市長 るる、ご指摘をいただいてお

ります。鳥飼小学校がいいとか、鳥飼西小

学校がいいとかいう話は、全くございませ

ん。私は、直接そのときに、もう何遍も言

いますけど、元のところへ帰ってくるとい

うことを大前提に、何とか、ちょっとの間、

越境できないだろうかということから話

が始まっております。 

 そういうことで、教育委員会と担当と保

護者がいろいろ何度も協議を重ねて、最終

的にそういうことになったと、私はそれを

教育的配慮であったんではないかなと自

分で思うたんです。 

 だから、私がどうせえこうせえとか、い

や、あっちに行かなあかんとか、ええとか

いうような話は、一切、かかわってないん

です。ただ、しかしながら、結果として、

そういう形になってしまったので、これは

申しわけないと、１年８か月ですか、なっ

てしまったと。 

 私は、市長として、これは自分で道義的

に責任を感じたということでございまし

て、私がこういうようにせえ、ああせえ、

こうやったということでそうなってしま

ったというあれはありませんでしたので、

そやから、あくまで教育的な配慮で、いろ

んなやりとりがある中で、結果としてこう

なったんであろうと。 

 それで、何か私がああやれこうやれと一

切かかわらんかったことが、逆にそういっ

た結果になってしまったんだなと、そんな

ことで、るる、ご指摘をいただいておりま

すことをしっかりと身に受けまして、今後

とも間違いのない市政運営をしてまいり

たいと存じますので、またひとつよろしく

ご理解をいただきたいと思います。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 これでやめとこうと思

うたんやけど、答弁自体がおれに対しての

答弁になっていない。もう一遍だけ。 

○三好義治委員長 市長、座ってください。 

 それと、渡辺委員、議員というのは、チ

ェック機能もあれば、政策批判をした場合

は、やっぱり採決で判断していただきたい

のと、きょうは決算審査委員会であって、

先ほども言いましたように、決算に係るや

つから幅が広がって、これが、流れからと

いうことは理解してますんで、今、質問も

認めてますけど、万が一、議員の立場やっ

たら、不信任があるならば、問責決議もあ

れば信任決議も、これは議員としての力量

の中でやっていただきたい。 

 こういったことも含めながら、もう一回

質問するんやったら許可します。それはも

う、意見として。 

渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 教育的配慮というたら

何ぞやということですよ。僕が知っとる教

育委員会で調べた教育的配慮は、例えば、
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いじめの問題とか、そういうさまざまな問

題があったときに、そこで教育委員会でし

っかり諮って、彼や彼女、子どもたちが非

常に危険な状況とか、子どもたちに災いが

振るような状況の中で、あえて教育的配慮

というのはされるんですよ。引っ越す、引

っ越さんとか、そんな問題で教育的配慮じ

ゃないんですよ。 

 で、あなた、言うてないいうても、自分

の立場を考えなあかんわけでしょう。そう

でしょう。 

 だから、今言うたように、もしそういう

形で移る気がなかったら、ルールとして、

鳥飼小学校に帰りなさいと、鳥飼西小学校

にきちっとそういう住居ができるんやっ

たら、そのときにまた帰ったらええ。単に

自分らの都合ですやん、いうたら。教育的

配慮と違うて。全く、教育的配慮の意味合

いがわかってない。子どもたちに危機的な

状況があるときに教育的配慮なんですよ。 

 そこまで区域、校区割りというのは重た

いものなんですよ。通学区域審議会という

のもありましたよね。それだけ重たい。子

を持つ親からしたら、越境ということが、

いかに大きいことかということはわかる

はずですわ。あなたの言うとることは、も

う支離滅裂、答弁になってない。自分の都

合を勝手に言うとるだけで、家庭内の。ト

ップとしてのそういう判断じゃない、そん

な答弁じゃない。 

 それだけ言うて、これで質問を終わりま

す。 

○三好義治委員長 意見として伺います。 

 それで、委員長として、市長を含め、各

理事者の皆さん、金曜日からきょうにかけ

て、まだ、山崎委員は残ってますけど、是

は是として、また指摘されたことについて

は律していただき、よりよい市民生活が営

めるようにということの中で、市長を含め、

各理事者の皆さん方に対して、委員長とし

てそういったことも申し入れしておきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 渡辺委員、よろしいか。 

○渡辺慎吾委員 はい。  

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後１時２４分 休憩） 

（午後１時２５分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 では、何点か私からもお

聞きしたいと思います。 

 先ほどの、公室長の契約やら何やら、文

書の扱い、事務のほうが残念なことになっ

てるような話も出ましたので、これはしっ

かりとやっていっていただかないといけ

ないと思いますので、一回、平成２６年度

決算で幾つか気になるところを聞かせて

もらいたいと思うんですが、まず、総務管

理費ですね。 

 決算書、歳入のほうは３８ページと、歳

出が８４ページのマイナンバー制度の準

備、電算システム云々ということで総務常

任委員会のほうで話をしたいと思うんで

すが、マイナンバーについては、来年１月

１日から運用開始ということなんですけ

ども、連日報道されているように、運用前

からいろんな問題が出ておりますが、その

２６年度、それから今の状況についても少

し、もしよかったらお聞かせいただきたい

と思うんですが、ほとんどの自治体がマイ

ナンバーの事務というのは、情報漏れとい

う意味では、インターネットと切り離すと

いう手段が、もう対策ができているという

報道は聞いておりますけれども、本市では

いかがでしょうか。Ｊ－ＬＩＳとのやりと

り、ネットなしでできるということになっ
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ているんでしょうか。本市として、電算シ

ステム、マイナンバー取り扱いの体制整備

はできているのか、管理体制などをお聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、それと同じ総務管理費で、先

ほどの契約の話ですけども、民生常任委員

会で、増永委員も商工会と桃林会との賃貸

契約関係とか、ファシリティマネジメント、

本当に適正だったのかというような質問

を民生常任委員会でもさせてもらってお

ります。 

 財務と契約は、やはり総務部を通ってや

られていると思います。これは、契約とい

うか負担金という形でしたけれども、負担

金、契約金、委託金、こういったものにつ

いても、例えば、原課、教育委員会なり民

生常任委員会所管でやっていることでも、

財務のほうは必ずチェックを、総務部のほ

うでしてはると思うんですけれども、スル

ーしているということがないのか、お聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、税務の関係ですが、ここは差

し押さえについてお聞かせいただきたい

と思いますが、市民税の課税については、

申告はなくても年金とか、税務署等からの

情報によって課税されるということなん

ですけれども、控除に係る情報とか、やっ

ぱり個人的にしっかり申告されなければ

わからないという情報もたくさんありま

すので、適正に申告を促して、適正な課税

というのはお願いしたいと思います。 

 そうした中で、法的に適正な課税であっ

ても、状況によってはなかなか税金が払え

ないという方も現実の問題としてありま

す。 

 そこで、差し押さえの問題なんですが、

差し押さえは、通常の経済活動に無理やり

持っていくという性質があります。それだ

けに、慎重に行わなければなりません。 

 例えば、商行為を行っている方にしてみ

れば、このお金のやりくりで、予定してい

たやつが差し押さえなんてことになると、

それこそ、支払いに充てられないと。こう

いった不渡りというような信用問題にも

つながりますでしょうし、それから、ご病

気で業務を休まれておられる方などは、回

復後の計画もあるのでしょうから、そうい

ったものを、ご病気中に差し押さえられる

なんてことになると大変だと思います。入

院療養費などの保険給付を受けている場

合に、保険の差し押さえで給付が停止する

ということも可能性としてもあります。 

 市民が市民生活を営む上で、税金の差し

押さえによって市民生活を壊されるとい

うようなことがあってはならない。こうい

ったことは、税務の取り扱いのイの一に注

意として書かれているものだと思うんで

すけれども、この間、私たちは、鳥取の児

童手当の差し押さえの問題を例に、当事者

の生活実態、債権となってもその性質上、

差し押さえができないものが存在するわ

けですから、そういうことも検討もしっか

り調査もしっかりして行うべきだという

ことを伝えてきました。 

 同様に、給与、年金、生活費という性質、

よそからの扶助というものでも、口座に入

ったからといって、債権がすぐに差し押さ

えられるものではないと、そういう性質の

ものが、お金に名前は書いてませんけれど

も、そういうものがあるということをしっ

かり検討されているのかどうか、これをお

聞きしたいと思います。 

 それから、差し押さえの件数も、担当課

から事前に聞かせてもらいましたけれど

も、平成２６年度は４７０件、うち債権が

４０６件、債権の多くは通帳というか口座
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だと思うんですが、この債権がふえている

のがちょっと気にかかるという意味で、差

し押さえをするといったら、先ほども、前

の委員の質問にもありましたように、不動

産の評価額の手数料も本人にお願いをす

るとかいうようなこともあるわけですし、

それこそ、差し押さえするにも非常に経費

がかかると思うんです。こういった、それ

こそ、件数がふえて、収納する金額はそん

なにふえてないんですね。 

 だから、一つ当たりの債権の金額という

のはすごく小さくなっているんだと思う

んですけれども、経費倒れじゃないですけ

れども、それこそ、経費をかけるというか、

そんなに整合性があるかというところと、

市民に迷惑をかけてないかというところ

が非常に、件数がふえているというところ

では気になっておりますので、お答えいた

だきたいと思います。 

 それから、次は住宅管理費なんですけれ

ども、これは、さっき野口委員も、指定管

理者の制度についてはまた明らかにでき

るもの、報告をまたお願いするということ

ですから、これは、またそれも待ちたいと

思うんですけれども、指定管理、初めて市

営住宅の管理を外に出しました。いろいろ

メリットもあるというふうにも聞いてお

りますけれども、問題がなかったのか、こ

の点だけ教えてもらいたいと思います。 

 次に、防災の関係なんですが、防災計画

がことし、できてまいりました。去年、こ

れの検討をされたというところですから、

この検討内容をお聞かせいただきたいと

思うんですけれども、決算概要で言うと１

３２ページで、決算書が１７４ページのあ

たりになると思うんですけれども、検討さ

れました。 

 この中身なんですが、何度か総務常任委

員に説明されているのかもしれませんけ

れども、気になるところを指摘しておきた

いと思います。 

 この計画の１編４節で、これ、地震被害

の予測はあるんですけれども、その後に浸

水被害の、浸水の状況は出てますけども、

水害で被害が出るということの予測が入

ってないんです。被災時の規模の予測なし

に、水害のときの避難計画というのは立て

られるのかというのが気になります。 

 ２編の７節で、避難所の充足状況、これ

についての記載がないんですが、地震のと

きですけれども、ここには公的施設だけで

は避難所が想定の避難者に対して収容力

が不足するために、民間施設の避難所指定

も促進するとされております。避難所の拡

充計画というのが全く入ってないんです

けども、どういうことになっているのか。 

 それから、２編の７節ですね、避難所の

受け入れ態勢の整備もうたっているんで

すけれども、この避難所拡充の目標という

か、将来的なものも必要ではないかという

ことが気になっておりますので、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 それから、政策推進課のほうで、８２ペ

ージの旧味舌・三宅小学校跡地調査業務委

託料で約６７０万円を支出されて調査を

されました。説明としては、資産価値とか

運用などを整備する調査だというふうに

言われております。 

 しかし、この春から、これをもとに売却

方針の決定をされたと、この表明をされた

と。この調査が全くそのまま売却計画にな

るということではないと思うんです。先ほ

ど避難所の話もしましたけども、売却され

るというためには、ほかにも資産価値以外

にも検討すべき内容というのはいっぱい

あったかと思うんですけれども、この調査
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業務委託とその方針決定との間の関係を

教えていただきたいと思います。 

 それから、人権の取り組みですけれども、

いろいろ、るる、人権の取り組み、頑張っ

ていただいているという話は聞きました

けれども、私のほうからは、平和の集いの

委託、平和演劇祭などの取り組みがどうで

あったかということをお聞かせいただき

たいと思います。 

 ことしは、戦後７０年で、戦争を風化さ

せず、憲法を守り人間を尊重する平和宣言

都市にふさわしく、頑張ってほしいと思っ

ておりますが、本市も入っておられます平

和首長会議で取り組んでいる核兵器禁止

条約の交渉開始等を求める市民署名、これ

をとられているというふうには聞いてお

りますけれども、これ、１０月１日現在で

２１９万５８５筆になったとあります。本

市での取り組みをお聞かせいただきたい

と思います。 

 それから、男女共同参画計画アクション

プランとかＤＶホットラインとか、男女関

係の相談も、いろいろ、ほかの対策につな

げたりとか、ご苦労なさっているという話

も聞きましたけれども、ＤＶ被害の相談と

いうのは、相変わらず大変な状況なのかど

うか、それをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、決算書９６ページ、選挙費で

すが、投票所の統廃合問題で、大きく減っ

たのはこの春の府議会議員選挙からだっ

たんですけれども、投票率等、４年前とは

一応、比べられると思うんですが、課題が

発生していないかどうかお聞かせいただ

きたいと思います。 

 有権者の権利として、投票の機会を縮小

されるということは許されない。投票所の

利便性やバリアフリーについても向上さ

せるということは言っておられますけれ

ども、本当に図られているのかどうか。投

票所の統廃合で経費が削減される、行革に

つながる、こういったことだけで投票所が

統廃合されるべきではないと思います。投

票所の統廃合についてのお考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 決算書８０ページの、臨時福祉給付金の

ことについて、漏れなく支給するという事

務が平成２６年度できたかどうか。この間

の福住委員の質問でも、該当するであろう

方に発送、お知らせもして、給付をしたと

いうことですけれども、発送された、もら

えるであろう方と、それから、申請の数と

の間に差があったのか、少なかったのか多

かったのか、どういう状態なのかを聞きた

いと思います。 

 ことしも６，０００円の支給がありまし

て、私の知人で、お知らせを引き破いてし

まったから再発行してくれということで

お願いした方がいらっしゃいまして、その

方に、去年はどうやったと聞いたけど、忘

れたと言ってはりましたので、なかなか、

もらえてないということ、実態は、私のほ

うからは指摘はできないんですけれども、

その辺をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 差し押さえのつながりなんですけれど

も、これはまさかという思いなんですが、

この臨時福祉給付金が差し押さえられる

んでないかということで、平成２１年に定

額給付金ですら差し押さえがされる可能

性があるということで日本共産党が追及

をしたことがあるんですけれども、政府は、

この給付金とかいうのは差し押さえ禁止

項目に入っていないという答弁をされて

いるんです。 

 このときでも、給付金が差し押さえされ
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たという確認はされておりませんけれど

も、この対象者が非課税というような低所

得者ですから、もし市税とか何かの差し押

さえの対象になっていて、給付金が入った

口座を押さえられたとか、もしくは、低所

得者の方々で何かの差し押さえをされて

て振り込めなかったとか、そういったよう

なことがなかったかどうか。 

 これは、まさかという思いなんですけれ

ども、お聞かせいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 山崎委員のご質問

にご答弁申し上げます。 

 マイナンバー制度対応に係るシステム

改修につきましては、平成２６年度におき

ましては、個人番号付番・通知に対応する

ため、住民記録システム及び住民基本台帳

ネットワークシステムの改修を行ったと

ころでございます。 

 平成２７年度におきましては、平成２９

年７月から情報連携が始まりますことか

ら、社会保障関係の国民健康保険システム、

子ども・子育てシステム、介護保険システ

ム、生活保護システム等のシステム改修を

現在、進めているところでございます。 

 マイナンバー制度におきましては、委員

がご指摘のとおり、情報漏えいやなりすま

しによる犯罪が懸念されるところでござ

いますが、マイナンバー制度では、個人情

報が同じところに集めて管理されること

ではなく、例えば、国税に関する情報は税

務署に、児童手当や生活保護に関する情報

は役所など、これまでどおり情報は分散し

て管理がされます。 

 また、役所間での情報のやりとりは、マ

イナンバーは使用されず、役所ごとに異な

る符号を用いるので、１か所で漏えいがあ

っても、他の役所との間では遮断がされま

す。 

 したがって、仮に１か所でマイナンバー

が漏えいしたとしましても、個人情報が芋

づる式に抜き出せない仕組みとなってお

ります。 

 国におきましては、このようなシステム

面における個人情報の保護措置が講じら

れておるところでございます。 

 一方、本市の住基、税における基幹シス

テムにおきましては、情報系ネットワーク

とは異なり、インターネット等、外部との

接続はしない閉域網となっております。ま

た、業務端末につきましては、各自のＩＤ

パスワードにログイン、業務単位でのアク

セス権限を設定するなど、個人情報につき

ましては、厳重な管理を行っております。 

 また、マイナンバーに係る情報のやりと

りは、専用回線、ＬＧＷＡＮ（総合行政ネ

ットワーク）を利用いたします。地方公共

団体を相互に接続する行政専用のネット

ワーク回線となっており、こちらも閉域網

であるため、安定した通信及び高度なセキ

ュリティが確保できるものでございます。 

 委員ご指摘の点を踏まえまして、今後と

も個人情報の安全性の確保に努めてまい

りたいと考えております。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 それでは、山崎委員の財

政課にかかわるご質問に答弁申し上げま

す。 

 契約関係のご質問だったかと思います。

現在、契約書等のことにつきましては、入

札を行う場合には、財政課のほうで契約書

のほうを作成して、締結をしておるところ

でございます。 

 それ以外の部分につきましては、それぞ
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れの担当課において、起案・決裁を行い、

締結しているところでございます。 

 その大もとの契約書につきましては、や

はりいろいろな法律の改正等あります。そ

のところを財政課のほうできっちりチェ

ックをしまして、工事関係、委託関係であ

りますとか、いろいろな契約書の中身につ

いて、その社会情勢に合った契約内容とし

て各課のほうにひな形として示しておる

ところでございます。 

 あと、その契約書等、それの後にチェッ

ク機能として、しっかりとどう働かせてい

くかということだと思いますけども、やは

り財政課としましては、その辺の契約の内

容のことについても知識も、それぞれの職

員にも知識を高めていってもらわないと

いけないと思いますし、それ以上にしっか

りとチェック機能が働くように、各課に発

信していく、最終決裁のところでやはり管

理職、これまで長年事務にかかわってきた

者として、その働きというのもしっかりと

して、チェック機能も再度、さらに働くよ

うな形に財政課として発信していきたい

というふうに考えております。 

○三好義治委員長 次に、岩見課長。 

○岩見納税課長 それでは、山崎委員の滞

納処分の関係、差し押さえについてのご質

問について、何点かお答えをさせていただ

きます。 

 まず、支払い能力があるにもかかわらず

納税をしていただかないというのは、これ

はもう強制徴収するのが当然でございま

すが、昨今の経済情勢から、生活するのも

精いっぱいという納税者の方がふえてい

るのも認識いたしておるところでござい

ます。 

 しかし、滞納者に対しましては、財産調

査や聞き取りにより、納税の相談等、また、

生活状況も考慮の上、早期完納に向けて適

切な納税指導を行っているということで

ございます。 

 また、滞納整理を行う段階では、個々具

体的に実情を十分把握した上で、総合的に

判断して、分割納付や、また、執行停止等、

適切な措置を講じておるところでござい

ます。 

 質問の中にもございました給与や年金

等の差し押さえでございますけれども、こ

れに関しましては、法律で差し押さえの禁

止財産が定められております。その金額を

控除したものを計算して、差し押さえの執

行を行っております。 

 また、預金口座につきましては、これも

法律に基づき、原則、全額もしくは滞納額

に満つるまでの金額を差し押さえなけれ

ばならないというふうになっておるとこ

ろでございます。 

 また、そういった中で、保険の差し押さ

えも行っておりますけれども、生命保険等、

入院給付金とかもございますけれども、直

ちに換価することは行っておりません。差

し押さえをした後に通知をさせていただ

いて、ご連絡をさせていただき、それで、

何度か折衝もし、なおかつ、それでもお支

払いいただけない、また、お話や相談に乗

っていただけないという方については、や

むなく保険等の解約手続を踏む場合もご

ざいます。 

 いずれにいたしましても、多くの市民の

方が納期内に納税をいただいております

中で、我々といたしましては、何度も繰り

返しの答弁になりますけども、負担の公平

性というところも十分意識しながら、さま

ざまな方法によって連絡もしております

けども、そういう分割の約束、そして、履

行していただけないという方には、いたし
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方なく厳しい処分もせざるを得ないもの

と考えております。 

 また、財産調査の結果、財産がないとい

うことであれば、執行停止のほうも法律に

基づきさせていただいておるところでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 山崎委員のご質問

の２点にお答えさせていただきます。 

 まず１点目、市営住宅の指定管理の導入

についての件でございます。まず、指定管

理の導入については、メリットにつきまし

ては、導入時にご説明させていただいたと

おり、人件費の削減が大きく目に映るもの

でございます。 

 それ以外につきましても、２４時間窓口

を設置し、緊急修繕の迅速な対応、それか

ら、自主事業としまして、災害時の注意喚

起や消防訓練などに対しまして指定管理

から自治会へ働きかける、自治会などへの

支援を行っておりまして、そういうものが

実施されてございます。 

 また、家賃の収納率につきましても、現

年度では０．２ポイント上昇しております。

このような現状がございまして、おおむね

問題はなかったというふうに評価してご

ざいます。 

 また、防災対策につきましてでございま

すが、地域防災計画の見直しにつきまして

は、ほかの委員からのご質問で背景につき

ましてご説明させていただきました。 

 地域防災計画の内容に、水害についての

被害想定がないということでございます。

水害につきましては、河川管理者が行って

おります水害シミュレーションにのっと

りまして、ハザードマップを作成しており

ます。 

 ハザードマップのほうは、複数の川の氾

濫を重ね合わせた図面になっておりまし

て、被害を想定することはなかなか難しい

というふうに河川管理者からも聞いてお

ります。水害の被害想定につきましては、

本市もさることながら、他市においても表

記されてないというのが現状でございま

す。 

 また、続きまして、避難所の充足につい

ての件でございます。公共施設以外の民間

施設の充足につきましては、市営住宅や府

営住宅、それから、高校、大学、マンショ

ンなど、現在では１７か所、協定を結んで

ございます。 

 この状況は、決して進んでいるという状

況ではございません。事業所へは、機会が

あるごとに協定の働きを行っております

が、なかなか行政側からの働きには応えて

いただけないというケースがございます。 

 しかし、ことしから取り組んでおります

防災マップの取り組みを通じて、直接自治

会から避難所の働きかけをしていただく

など、連携をした取り組みを行っておりま

す。 

 また、せっつ事業所防災ネットワークの

活動も通じて、その民間の協定を進めてま

いりたいというふうに考えております。 

 続きまして、避難所の整備についてでご

ざいます。避難所の整備につきましては、

我々が考えております整備というのは、各

避難所に防災備蓄でありますとか防災資

機材の充実というのを思っておりまして、

ことしから防災資機材の増強としまして、

着替え用のテントを設けるなど、そういう

取り組みを行っております。これも今後、

推進するものであるというふうに考えて

おります。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 小学校跡地売却に
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つきまして、跡地調査業務委託料、これが

なぜ必要であったかというところと、あと、

調査結果が出てから、基本は売却という流

れになったこの経緯でございます。ご説明

いたします。 

 まず、この委託契約なんですけれども、

大切な市民の財産を最大限に生かして活

用するために、現状、しっかり状況を分析

する、現状把握する、これが大前提なんで

すけれども、それに加えまして、今後、両

小学校の跡地、どのような方向で活用する

にしましても、法的要件や地籍状況などを

早急に整備しておく必要がございました。 

 特に、土地の地目や筆については、一定、

整理しなければ筆が細かく分かれており

ましたし、今後、何も先に進めない状況に

ございました。 

 具体的に申しましたら、まず、味舌小学

校跡地では、正雀保育所の老朽化に伴う建

て替え、この当時、検討を進めておりまし

て、その候補地、代替地も含めまして、味

舌小学校の跡地を確認する必要がござい

ました。 

 また、先ほど申しましたとおり、両小学

校跡地とも土地の筆が細かく分かれてお

りまして、どういう方向性で今後進むにい

たしましても、一定、この土地については

底地を整理しなければ進めない状況にご

ざいました。 

 それと、報告書が出まして、ことしの４

月２０日の総務常任委員協議会で、基本は

売却というふうに我々の考えを示したん

ですけれども、そこに至る過程でございま

すが、まず、本会議等でもご説明しており

ますとおり、将来的に財政的にしんどくな

ってくる、扶助費等がふえている、この流

れの中で、財政的に余裕のあるうちに、ど

こまでの面積にするかというのは未定で

ございますが、基本は売却という方針を早

目に打ち出しておいたということでござ

います。 

○三好義治委員長 川西課長、三宅小学校

跡地はまだやけど、味舌小学校跡地のほう

が、文教常任委員会にかかわる分もあるか

もわからんけども、その日程的な動きがあ

るでしょう。そこも答弁してください。 

○川西政策推進課長 文教常任委員会に

かかわりますことですけれども、今、民間

保育所のほうを受ける業者が決まりまし

て、また来年度以降、民間業者が園舎を建

て直す方向で協議を進めております。詳し

い日程等、今まだ具体的に申せませんが、

来年４月から民間になりまして、そこから、

基本は現地での建て替えということで、少

し面積はアップいたしまして、木造校舎に

かかるところまで底地を広げまして、建て

替える方向で来年４月から協議を進めて

まいります。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 平成２６年度

の平和施策の取り組みについてでござい

ます。 

 摂津市では、７月、８月を平和月間と位

置づけまして、平和のさまざまな事業を実

施しております。昨年の市民の平和の集い

につきましては、ちびっこ劇団「ひなどり」、

市民劇団「ふん」との協働によりまして、

子どもが戦時中の物語を演じることで、役

者本人、その家族、友人に、さまざまな方

に見ていただいて、平和について考えてい

ただく「遥かなる終戦」という事業を実施

させていただきました。 

 また、子どもたちの平和ポスターの展示、

また、市内の企業にも声をかけまして、平

和黙祷を実施してまいりました。 

 もう一点のご質問の核兵器禁止条約の
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交渉開始を求める市民署名活動につきま

しては、平和の集いの平和演劇祭に合わせ

まして実施いたしましたところ、３５筆集

めることができました。 

 ＤＶ被害の状況でございますが、昨年度

は、男女共同参画センターの職員が対応し

た件数につきましては７２件、本庁の人権

女性政策課の職員が対応した件数につき

ましては１４件で、合わせて８６件になっ

ております。 

 ただし、これは相談件数でございますの

で、一人の方が２回、３回相談されるケー

スもございますので、実数ではございませ

ん。 

 平成２５年度が１１７件で、２６年度が

８６件で、減っているようには思われます

が、年によってふえたり減ったりするのが

状況でございまして、印象といたしまして

は、深刻な事件がふえているような印象を

持っております。 

○三好義治委員長 次に山下局次長。 

○山下監査委員・公平・固定資産評価審査

委員会事務局次長 それでは、山崎委員の

選挙管理委員会にかかわりますご質問２

点について、ご答弁申し上げます。 

 まず１点目、ことし４月１２日に執行さ

れました大阪府議会議員選挙より、市内投

票区がこれまでの２５投票区から２２投

票区に再編されました。この再編の結果が

投票率にどのような影響を与えたのかと

いうご質問だと思います。 

 この比較につきましては、４年前の大阪

府議会議員選挙、平成２３年４月１０日に

執行されましたが、その選挙との比較の数

字をご報告させていただきます。 

 全体の投票率としましては、４年前は３

３．９５％、今回、４月１２日の府議会議

員選挙は３５．２１％ということで、１．

２６ポイント上昇しております。 

 再編いたしました市内３か所の投票区

のそれぞれの投票率でございますが、別府

地区におきましては、あいあいホール別府

を味生体育館に統合いたしましたが、率と

いたしましては、４年前と比べて１．７７

ポイント上昇。鳥飼地区の第３７集会所を

鳥飼小学校に統合いたしましたが、これに

つきましては、２．２２９ポイントの上昇。

第４集会所を市立第二中学校に統合いた

しましたが、ここにつきましては、０．１

９ポイントの上昇ということで、統合いた

しました市内３か所とも、投票率におきま

しては上昇いたしております。 

 続きまして、投票所の再編に係ります視

点といいますか、課題点というご質問でご

ざいますが、これはもちろん、この経費削

減だけを目的に投票所の統廃合、再編とい

うわけでは決してございません。 

 市内の投票所には、まだ今も投票所面積

が５０平米以下の小さい集会所を投票所

に使っているところがまだ幾つかござい

ますが、まず、構造上の問題で、まだバリ

アフリー化ができていないところもござ

いますし、また、投票所が狭いということ

で、投票の場面でのぞかれるんじゃないか

という、そういう心理的不安を訴える方も

またいらっしゃいます。 

 そういった有権者の方の不安を解消す

る、投票に来られる方の投票意欲をそぐこ

とのないような投票環境の整備向上、そう

いったものを第一の視点として再編のほ

う、検討してまいりました。 

 また、現実問題といたしまして、例えば、

衆参同日選挙がもし執行される場合、先ほ

ど申しました投票面積５０平米以下の小

さい投票所でしたら、衆議院でしたら小選

挙区、比例代表、最高裁国民審査、参議院
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でも選挙区と比例代表ということで、投票

箱を５つ置かなければならないと。それに

あわせまして、もし、憲法改正の国民投票

が同時にありましたら、計６つの投票箱が

置けるかどうか、そういうふうなケースも

想定しながら、投票所再編のほうも課題の

一つとして検討しているところでござい

ます。 

○三好義治委員長 上田参事。 

○上田政策推進課参事 山崎委員のご質

問に対してご答弁させていただきます。 

 臨時福祉給付金につきましては、公表さ

せていただいております対象見込み者数、

２万人なんですけれども、実際に臨時福祉

給付金の申請書を送らせていただきまし

たのは、市民税の税情報をもとにという形

になりますので、市民税課から非課税の方

と６月１日時点で未申告な方を抽出して

いただきまして発送しました。合計の最終

的な発送の人数といいますのは、１万９，

０７９名です。 

 こちらにつきましては、市民税の均等割

の非課税のお知らせという形での中で、申

請書をあわせて同封させていただいてお

ったという形になっております。 

 ですので、先日、福住委員からのご質問

の中で、申請率、７２．４％という形で、

２万人を対象としてご答弁させていただ

いてたのですけれども、これよりは若干、

実質的には上がっているのかなというと

ころです。 

 もう一つの差し押さえの件につきまし

ては、厚生労働省からのＱ＆Ａというのが

出ておりまして、臨時福祉給付金について

は、差し押さえ禁止財産とするための法的

措置を講ずる予定はないということにな

っておりました。 

 ただ、今回、この給付金につきましては、

消費税率の引き上げに際して、低所得者に

与える負担の影響に鑑み、適正な配慮を行

うという給付金の趣旨に照らし合わせて、

各市町村が給付するのですけれども、その

給付に対して、差し押さえすることは適当

とは言いがたいという形になっておりま

す。 

 今回、平成２６年度で振り込みさせてい

ただいた中で、振り込みをさせていただい

たときに、差し押さえという形で口座がと

まっていたということは１件もありませ

んでした。 

 口座が振り込みできなかったという件

数、結構あるんですけども、その多くが今

回、ちょうど摂津水都信用金庫と十三信用

金庫の統廃合という形で、支店、銀行が変

わられて、そのまま記載されておられると

ころに入金させていただいたというとこ

ろで、たくさん返ってきたというところに

なっております。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 ではまず、個人番号制度

のほうですね。もし、番号が漏れても、個

人情報にはアクセスできないというご答

弁がありましたけれども、今度、個人番号、

それこそ個人情報になるんです。この番号

そのものが漏れたらあかんのです。 

 その辺をしっかり、ＬＧＷＡＮなのでほ

かには行きませんとか言うてましたけど

も、ほんまにこの番号そのものも漏れない

ように、しっかりとやっていただきたいと

思います。 

 それから、先ほどの契約の話、負担金な

どの決定のときの事務ですけれども、確か

に、専門性が必要になってくるわけです。 

 先ほどの電算システム云々にしても、電

算システムでこれだけかかりますと言わ

れても、我々、何をどうやってあれしては
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って、これだけの金額になるかということ

が、全然、見えてこないのです。 

 本当に、厚労省のほうでもマイナンバー

の問題がありましたけれども、医療と電算

と両方の専門性を持った人一人がやって

いるから、どこで何をやられているかわか

らなかったというのが、収賄の大もとの原

因だと思うのです。 

 やっぱり、専門性を高めていく、先ほど、

答弁でも公正取引委員会にも契約のこと

なんか聞いていくという話がありました

けれども、職員削減、これも５次行革の中

では出ていますけれども、専門性を高める

方の人材育成と、それこそ、減らすのでは

なくて、やっぱり、この辺は強化していか

ないといけないと思うのですけれども、こ

の辺をしっかりとチェックができるのか

を、もう一度聞かせてもらいたいと思いま

す。 

 それから、１回目の質問で一つ抜けてい

たのですけれども、人事課のことについて、

一つお聞きしたいと思うのです。 

 事務報告の１９ページから２４ページ、

人事研修、いっぱい出ていますよね。確か

に、それこそさっきの人材育成なのですけ

れども、やられていますけれども、人事評

価もされて、給与というか、手当云々に反

映ということにもつながってくると、非常

にモチベーション、それこそ、市の職員の

仕事のあり方というのにも、人事評価とい

うのは、やっぱり、かかわってくるのだと

思いますので、人事評価、どういうふうに

やられているのか、お隣の市長選挙で、吹

田、後藤さんにかわって、人事評価を５段

階で相対でやっていたやつを、全部やめる

という話になっているみたいですけれど

も、この辺の人事評価の中身をお聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから、税務の問題は、そもそも法的

に滞納があれば差し押さえができるとい

うことなのですけれども、ルールがあって、

そこには、何でも差し押さえができるとい

うものではない、負担能力があるなしとい

うのは、それは、もう当然見はるのですけ

れども、納税者に対して、やっぱり、親切

な態度で接し、不便をかけないように努め

るとともに、納税者の苦情、あるいは、不

満は積極的に解決するように努めなくて

はならないというのが、国税庁の税務運営

方針なのです。 

 納税者の主張に、十分耳を傾けて、いや

しくも一方的である、厳しいというお答え

がありましたけれども、批判を受けること

がないように、細心の注意をするというの

が、まず、上から目線でやってはいけない

よというのが、税務の運営方針の大もとに

あるということを、言っておきたいと思い

ます。 

 この間、滞納処分の停止云々についても、

国税庁の通知、事務運営指針とか、それか

ら、厚労省のレクは、平成２４年１０月に、

大阪市の取り扱いで手当やら何やらを押

さえたりしたことに対して、国保の滞納処

分の停止なんかでも、資産能力があっても、

収入の少ないものについては、執行停止を

かけても差し押さえはしないというよう

な厚労省のレクも平成２４年ですけれど

も来ています。 

 ですから、滞納処分で、差し押さえで生

活保護になるような状況にあるときは、窮

迫させる、そういう恐れがあるときは、執

行停止をしてもう取らないということも

できるということの地方税法第１５条の

７を踏まえて、やってほしいという通達も

来ていますので、この辺は、しっかりと意

識づけてやっていただきたいと思います。 
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 ここで、ちょっと、本当に、釈迦に説法

ですけれども、差し押さえができない禁止

項目というのがいっぱいあるわけです。差

し押さえるのは、当然、滞納者本人の財産

しかあきませんし、超過差し押さえ、それ

以上の差し押さえはできませんし、それか

ら、押さえてもお金にかわらない無益な差

し押さえというのはしてはいけない、それ

以外にも、地方税法で差し押さえ禁止財産

というのは、給与、社会保険、生活保護法、

それ以外にも、ほかの法でいっても押さえ

てはいけないものがいっぱいある。生活保

護法、旧子ども手当、児童手当、就学支援

金、国民年金、介護保険法、それから、高

齢者医療保険法とか、かかわるお金という

のは、差し押さえてはいけない、こういっ

たことも、しっかりと調査を行って、それ

から、差し押さえだということができてい

るのかどうか、もう一度、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 それから、防災ですけれども、浸水被害

について、先ほど、鬼怒川の氾濫というの

がありました。 

 この河川の氾濫、ハザードマップでは淀

川の氾濫というのは、２日間で５００ミリ

の雨量だということになっていますから、

この間の鬼怒川みたいに、日量５００ミリ

といったらアウトということになるので

しょうか。お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ことし、防災力の向上を答弁されていま

す、先ほども２つの自治会で自主避難訓練

取り組みなども紹介していただきました

けれども、ここに想定されていないそうい

うゲリラ豪雨、ここには、だから、想定さ

れていないのです。 

 そういうことであるならば、福住委員が

聞かれましたけれども、定期的に、この計

画を改定されないというふうにお答えさ

れましたけれども、計画的に、定期的に改

定されなくても、先ほどいったような状況、

想定外の入れないといけないことがいっ

ぱい出てくると思うのです。 

 先ほどの自治会での自主避難訓練とか、

いろんなものができてくれば、この中身が、

当然、変わってきて当たり前だと思うので

すけれども、定期的に変更の予定はありま

せんと。私が聞こえたのは、これをずっと

変更する気はありませんというふうに聞

こえたのですけれども、じゃなくて、これ

は、時々しっかり変更されるということに

なりはしないかということを、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから、旧味舌・三宅小学校跡地の調

査ですけれども、先ほど、売却方針を決め

たので、将来とか早目のとかいうことをさ

れたのですけれども、全然問題解決されて

いないと思うのです。将来、早目というの

を市民に説明して耐えうるかどうかとい

うのが、私、非常に心配になりました。 

 これは、まだ、政策的な話になりますか

ら、別のところでやりたいと思いますけれ

ども、将来のためとか、早目のとかいうよ

うな説明で売却方針が決定したというの

は、納得できないと思いますので言ってお

きます。 

 それから、人権の取り組みはしっかりと

やってもらいたいと思うのですけれども、

ＤＶの相談は、年々深刻になっているとい

うところもありましたので、丁寧に頑張っ

ていただきたいと思います。 

 それから、選挙事務ですけれども、この

選挙の投票率云々というのは、その時々の

組み合わせやら、関心度やら、何やらでい

ろいろ上がったり、下がったりするので、

投票所が減ったから、ふえたとか上がった
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とかいうことでもないのかもしれません

けれども、先ほど言いましたように、利便

性とか、それから、投票される方の意識な

んかの状況によっては、やっぱり、遠くな

った、数が少なくなったというのは、投票

の機会という意味では保障されてこない

のだろうと思います。 

 これからも、だから、検証されていって、

投票率は上げるように一生懸命頑張って

はくれてはるのでしょうけれども、やっぱ

り、これから検証をされて、必要であると

いうことであるならば、元の場所でなくて

も、やっぱり、投票所はふやすというよう

な方向性が出てもしかるべきやと思いま

すので、その辺、お考えを聞かせていただ

きたいと思います。 

 それから、給付金のことは、よくわかり

ました。低所得者対策ですから、国にもっ

と、これから消費税が１０％に上がってど

うなって、還付がどうなるのかという議論

をやっていますけれども、市民生活をしっ

かりと支えていけるような行政として、ま

た、頑張っていただきたいと思います。 

 市営住宅も、指定管理ですからいいです。 

 平和事業も頑張ってください。 

○三好義治委員長 契約の関係で、専門性

を高める人材の強化だから、人事課でいけ

ますね、人事評価も。 

大橋参事。 

○大橋市長公室参事 そうしましたら、山

崎委員の２回目のご質問のうち、人事課に

かかわります２点についてご答弁申し上

げます。 

 まず、専門性のところでございますけれ

ども、確かに、職員数は９００名から６４

０名に減る中で、権限移譲であったり、高

齢化等の中での業務の増というのがござ

います。 

 そういった中で、それぞれの職員が、そ

れぞれのセクションでより専門性を高め

ながら、事務の遂行に当たらなければなら

ないわけなのですけれども、もちろん、職

員が減少する中でも、人員の配置につきま

しては、全てのセクションで一律に職員を

減らすとか、そういう手法を取っているわ

けではございませんし、必要な箇所には必

要な人員を配置しておりますし、もちろん、

それは、数だけではなしに、職員の能力で

あったり、適性ということも踏まえながら

配置をしております。 

 特に、専門性の部分でございますのは、

経験という部分が一番大きくなるわけな

のですけれども、単純に経験といいまして

も、そこのセクションに長くいれば身につ

くものでもなく、やはり、そのセクション

の中でも先輩等の指導、その辺のところが、

非常に重要になってくるわけです。 

 いわゆるＯＪＴ的な、職場の中での研修

ということが、非常に重要になってまいり

ます。 

 そういったことも考えながら、人材育成

には取り組んでおるのですけれども、特に、

電算的な部分につきましては、なかなかこ

れは適性の部分もそうですけれども、専門

知識の問題も非常に難しい部分がござい

まして、国なんかでも、このあたりについ

ては、任期つき職員という形をとって、採

用して、その職員が担いながら、周りの職

員もそこで育っていくというようなやり

方もございますし、我々としても、今後、

電算に限らず、そういった手法ということ

も考えながら、職員の育成と専門的な部分

のチェック体制も含めての部分を担って

いきたいというふうに考えております。 

 次に、人事評価でございますけれども、

人事評価制度につきましては、いわゆる能
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力評価と業績評価というものがございま

す。 

 いわゆる能力評価につきましては、摂津

市の場合は、かなり歴史がございまして、

近隣でもいち早く取り組み出していたわ

けですけれども、業績評価については、平

成２４年度から取り組みを始めまして、い

わゆる国のほうで、平成１８年、１９年ぐ

らいから取り組んでいる能力評価と業績

評価の２本立ての人事評価について、平成

２４年度から、それぞれ国の部分をベース

にしながら、摂津市の特性ということも考

えながら取り組んでおります。 

 能力評価、業績評価ともに、平成２７年

１月に能力評価については、昇給の反映、

管理職だけですけれども、平成２７年６月

に業績評価については、賞与、勤勉手当の

ほうの反映ということをスタートをさせ

ております。 

 これにつきましては、平成２８年４月に

地公法の改正もございまして、能力及び実

績に基づく人事管理の徹底ということで

国のほうでも言われておりまして、地公法

の改正がございますので、その部分も踏ま

えながら取り組んでいくことになります。 

 段階的に一般職のところまで、そういう

形で取り組んでいきたいというふうに思

っておりますけれども、管理職を、一定、

導入するときに、やはり、評価の項目であ

ったり、基準であったり、段階、いろんな

部分で、課題といいますか、もう少し議論

しなければならないという部分も、一般職

の部分に導入するときに議論しなければ

ならない部分も見つかっておりますし、そ

ういった意味で、そのあたりを十分踏まえ

て、単純に賞与の勤勉手当、給与の反映だ

けではなく、組織として、人材育成につな

がるような形の人事評価制度ということ

で、今後、より検討を進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○三好義治委員長 岩見納税課長。 

○岩見納税課長 それでは、差し押さえの

ご質問についてのお答えをさせていただ

きます。 

 内容といたしまして、その調査がきっち

りとできて、差し押さえ禁止されている項

目等、きっちりと守られているかというこ

との内容かと思いますが、この分につきま

しては、山崎委員からございました地方税

法第１５条の７、これは、執行停止でござ

いますけれども、差し押さえを執行する、

また、執行停止をする、いずれにいたしま

しても、きっちりとした調査をしなければ、

どちらの判断も下せないものでございま

す。 

 従いまして、法令を遵守して、きっちり

と調査をさせていただいた上で、差し押さ

えや執行停止の処分を行っているところ

でございます。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 ご質問の防災対策

について、お答えさせていただきます。 

 茨城県で発生いたいました鬼怒川の氾

濫についてでございますが、茨城県常総市

におきましては、鬼怒川と小貝川に挟まれ

たという地形、これは、摂津市におきまし

ても、淀川や安威川に挟まれている地形と

いうことで、決して、この現象は、他人事

ではないというふうに考えております。 

 降った雨も、６００ミリから７００ミリ

ということで、同じような雨が、淀川や、

それから、安威川流域に降った場合、河川

氾濫は十分考えられることであります。 

 常総市の対応につきましては、よしも悪

しも参考にすべきものだと考えておりま

して、避難情報のあり方でありますとか、
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情報伝達手段や、それから、避難行動への

住民啓発、このあたりは、十分に参考にさ

せていただきながら、今後の施策展開に進

めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 また、地域防災計画の改善につきまして、

昨日、定期的には改定をしないというお答

えをさせていただきました。 

 何年に１回改定するという考えは持っ

ておりませんが、法の改正でありますとか、

社会状況の変化、そういう変化がございま

したら、重大な変化と認識しましたら、そ

の都度、改定は行っていきたいというふう

に思っております。 

○三好義治委員長 井口局長。 

○井口選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 それ

では、投票所統合に関しますご質問にご答

弁いたします。 

 先ほど、統合した結果、投票率はどうで

すかというご質問がございました。 

 たった１回の比較では、何とも申せませ

ん。 

 これでよしというわけではございませ

んので、今後も検証は続けてまいります。 

 それから、今後の投票所のあり方につき

まして、今回は、２２か所ということで３

か所を統合いたしました。特に、鳥飼地区

については、２か所統合したということで、

補完的な意味で臨時期日前投票所を設け

させていただきました。 

 これから、利用率を見ていくのですけれ

ども、これで完璧とは言えません。ただ、

幾分かは救われたのではないかと考えて

おりますし、今後とも、この臨時期日前投

票所の推移を見守って、検討してまいりた

いと思います。１年、２年では、まだまだ

答えは出ないと思いますけれども、引き続

き、検証させていただいて、周辺の選挙状

況も踏まえながら、慎重に検討し、総合的

に判断を下していきたいと考えておりま

す。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 人事のことだけ気にな

りますので、先ほど、能力評価と業績評価

をやられる、これは評価は絶対評価ですか、

相対評価ですか。 

 なかなか、皆さんのお仕事を数字ではじ

くというのは、非常に難しいと思うのです

けれども、それを積み上げてこられるのが、

どういうことになっていくのか。 

 例えば、相対評価を持ち込まれたりする

と、必ず、何人かペケをつくらないといけ

ないというような話になってくると、本当

に、それこそモチベーションが大変な話に

なりますので、その辺だけお聞かせいただ

きたいと思います。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 人事評価制度にか

かわりますご質問にご答弁申し上げます。 

 絶対評価なのか、相対評価なのかという

ことにつきましては、基本的には絶対評価

ということで考えております。 

 ただ、能力評価にしても、業績評価にい

たしましても、予算の制約ということが、

当然ございますので、そのあたりは、踏ま

えなければならないというところがあり

ますので、相対での考え方が全くないのか

というと、そうではないということになり

ます。 

 ただ、我々としては、バツを必ずつくる

という、そういう考え方はしておりません。 

 バツにしても、二重丸にしても、それは、

本当にそういう評価になるのであれば、そ

れは、相対の部分関係なく、これは、もう

絶対評価で、そのところについては、設定
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をしたいというふうに考えております。 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後２時２５分 休憩） 

（午後２時２８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 認定第４号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 野口委員。 

○野口博委員 特別会計決算書の５５ペ

ージに、各財産区ごとに使われたお金が計

上されています。 

 その中で、鶴野財産区の問題だけ、きょ

うは質問させてもらいます。 

 以前、委員長も質問されておりましたけ

れども、鶴野会館の改修問題と、この費用

が大変少ないという関係で、どないするの

かという話がありました。 

 現時点を含めて、平成２６年を含めてど

うなっているのか、お答えをいただきたい

と思います。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 ご質問の鶴野財産

区について、お答えさせていただきます。 

 鶴野財産区のお金なのですが、財産区が

管理します公民館の改修費用と、管理費用

等を捻出しております。 

 以前に鶴野会館の改修工事のほうが、地

元のほうから寄せられたときに、鶴野財産

区の歳入が非常に少ないということで、今

後の改修計画について問題となっており

ました。 

 ただ、その後、外壁の改修工事は、もう

既に終わっておりまして、当面、大きな改

修は、今のところないというような状況に

なっております。 

 ただ、限りある財産区の財産、金額にな

りますので、また、ほかの財産区と異なり

まして収入が全然ないということで、ふえ

る要素は、現在、ありませんので、今後、

また、地元の方々とお話し合いはしていく

べきと思っております。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 同じく、味舌上財産区の

使用料、支出、公民館建て替え云々、こっ

ちは入ってきますし、出しても全然不安が

ないということなのです、どういう使われ

方をされたか。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 味舌上財産区のご

質問にお答えさせていただきます。 

 味舌上財産区につきましては、財産区は、

もちろん、各公民館の建て替えのほうを検

討されております。 

 平成２６年度につきましては、味舌上公

民館の建て替えを実施いたしまして、新し

い施設ができております。 

 引き続き、地元のほうからは、市場池の

公民館の建て替えの検討で、市のほうに協

議をされておりまして、現在、設計を行っ

ているところでございます。 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後２時３１分 休憩） 

（午後２時３４分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

 討論なしと認め、採決します。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 賛成少数。 

 よって、本件は、不認定すべきものと決
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定いたしました。 

 認定第４号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は、認定すべきものと決定

しました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後２時３５分 閉会） 
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